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【原著論文】 

国内飲料メーカーにおけるサプライチェーンの 

水リスク管理 
― 大手３社の現状と課題 ― 

 

A Study of Water Risk Management in Japanese Beverage 
Companies’ Supply Chains 

：The Current State of Three Major Companies and Their Challenges 
 

東京農業大学 生物産業学部	 松村広志 
Tokyo University of Agriculture, Faculty of Bioindustry, 

Hiroshi Matsumura 
 
＜Abstract＞ 

In this paper, we examine the current state of water risk management in the supply 
chains practiced by three Japanese beverage companies, and identify their challenges to 
be addressed. According to a preceding study of the Nikkei 225 companies, “food and 
beverage” sector uses larger amount of water than any other sector, and suppliers use 
98% water of the sector. Those facts show the largeness of water risk exposure in the 
sector, and the materiality of the water risk management in the supply chain. While 
surveyed companies are excellent at water risk management on the whole and have 
achieved ‘A’ or ‘A-’ rating of the CDP Water 2017, we clarify the challenges of their own 
through the analysis focused on supply chains. 
 
1．はじめに 

	 2015年 9月、国連で持続可能な開発目標（SDGs; Sustainable Development Goals）が
採択された。これは 2030年までの国際社会における課題と目標の総リストともいうべきも
のであり、17個の目標が掲げられている。その中の目標 6として、「すべての人々の水と衛
生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」と記されている（United Nations, 2015）。
このように水問題はグローバルな挑戦課題となっており、とりわけ世界的に多量の水が使

用される農業を通じて多くの食料を海外からの輸入に頼るわが国にとっても、喫緊の課題

と考えられる。 
	 そこで本稿では食品・飲料業界から国内大手飲料メーカー3社を分析対象とし、各社のサ
――――――――――――― 

平成 30年 3月 26日	 受付 

平成 30年 4月 23日	 受理 



2 
 

プライチェーンにおける水リスク管理について比較検討し、現状と課題を考察する。本稿の

構成は次のとおりである。第２節では本稿の問題意識を述べ、食品・飲料業界のサプライチ

ェーンに焦点を当てる背景を示す。第３節では、本稿の研究方法として分析対象企業と分析

枠組みについて説明する。第４節と第５節で分析対象各社の現状と課題を整理し、第６節で

これらの課題を考察する。そして最後に第７節で本稿をまとめる。 
 
2．本稿の目的と問題意識 

	 本節では、本稿の目的である「国内大手飲料メーカー3社のサプライチェーンにおける水
リスク管理について比較検討し、現状と課題を考察すること」に至る問題意識を述べる。以

下の記述を通じて、食品・飲料のサプライチェーンは水リスクに曝される度合いが大きいこ

とからサプライチェーンでのリスク管理が重要であることを示す。 
 
2.1	 世界の水を巡る状況 

	 宇宙から撮影した地球の写真を見ると、地球は地表の多くを占める海によって青く輝い

ており、「水の惑星｣と称されることがある。このように地球上には豊富な水があるが、我々

人間にとって重要性が高い淡水は希少な存在である。地球上に存在する約 13.86 億 km3の

水はその多くが海水等の塩水であり、淡水は約 2.53％に過ぎない（国土交通省, 2016, p.1）。
しかも、こうした淡水のうち約 7 割は氷河等の形で存在し、残る約 3 割についてもその多
くが地下水であることから、河川や湖沼など人間がアクセスしやすい淡水は地球上の水の

約 0.01％にとどまる（前掲書, p.1）。 
	 こうした淡水に対する人間の需要は、経済活動の活発化などにより今後も増加すると見

込まれている。経済協力開発機構（OECD）によると、世界の淡水需要は 2050 年に 2000
年対比で 55％増加すると見込まれ、全人口（約 92億人）の 40％以上が水不足に直面する
と予測される（OECD, 2012, pp.23-24; 49）。今後 10年間に発生しうるグローバルリスク1

に関する世界経済フォーラムの調査（World Economic Forum, 2017）によると、識別され
た 30項目のグローバルリスクのなかで、水不足による危機（water crisis）はその影響の大
きさが 2015年から 2017年まで続けて上位 3位以内となっている2。以上のように、水問題

                                                   
1 グローバルリスクは、「今後 10年以内に、仮に発生した場合、いくつかの国または産業に対し重大なマ
イナスの影響を及ぼしうる不確実な事象または状態」と定義されている（World Economic Forum, 2017, 
p.61）。 
 
2 水不足による危機（water crisis）とは、「人間の健康及び/又は経済活動に悪影響を及ぼす、淡水の入手
可能な品質及び量の顕著な減少」（World Economic Forum, 2017, p.62）を指す。なお各年におけるグロ
ーバルリスクの上位 3つを挙げると影響の大きさ順に、2015年は水不足による危機、感染性疾患の迅速
かつ広範囲にわたる蔓延、大量破壊兵器であった。2016年は気候変動緩和・適応の失敗、大量破壊兵
器、水不足による危機の順で、また 2017年は大量破壊兵器、異常気象、水不足による危機の順となっ
た。 
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は今後の世界にとって非常に重要である。 
 
2.2	 わが国の水を巡る状況 

	 わが国は年間降水量が約 1,690mm で3、世界の陸域平均の 2 倍程度あり、また国土のほ
ぼ全域にわたって、いつの季節にも雨や雪が降ることから、国土としては水資源に恵まれて

いる（沖, 2016, pp.23-24）と考えられる。しかし、人口密度を考慮すると様相は異なる。1
人当たりの水資源賦存量4を見ると、日本は 3,397m3/人・年で、世界平均値 7,453 m3/人・
年の半分程度に過ぎない（国土交通省, 2016, p.142）。 
	 次に、わが国の年当たりの用途別水使用量（2013 年）を見ると、農業用水が 540 億 m3

（全体の 67％）、生活用水が 151億 m3（同 19％）、工業用水が 111億m3（同 14％）とな
っている（前掲書, p.6）。農業用水の比率は世界全体でも 69％（FAO, 2016）であり、農業
用水が 7 割程度を占めているのは世界も日本も同様である。食料生産に多くの水が使われ
ていることが分かる。 
	 実は、わが国の食料生産に使用される水は、540億m3の農業用水だけではない。わが国

は多くの食料を海外から輸入していることから、その生産に使用される水を考慮する必要

がある。わが国は食料を輸入することにより、その生産に必要な水を使用せずに済んでおり、

こうした「輸入している食料をすべて自国で作るとしたらどれだけの水が必要か」を表わす

概念を仮想水（virtual water）と呼ぶ（沖, 2016, p.95）。日本の食料輸入に係る仮想水は 640
億m3/年と推計されており（沖, 2009, p.103）、前述の農業用水（540億m3）を上回る。し

たがって、わが国の食生活は海外の水に多くを頼って成り立っている（前掲書, p.95）と見
ることもできる。 
 
2.3	 日本企業における水使用の状況 
2.3.1	 工業用水の使用状況 

	 工業用水の淡水使用量は、1970 年代中頃から緩やかな減少傾向で推移しており（国土交
通省, 2016, p.6）、こうした傾向について地域別には際立った差異は見られない（前掲書, 
p.12）。次に業種別に見ると、業種によって使用量にバラつきが見られる。2013年の使用量
シェアが 10％を超える業種を挙げると、パルプ・紙・紙加工品製造業（24.6％）、化学工業
（21.1％）、鉄鋼業（13.0％）、食料品製造業（11.2％）の 4業種となる（前掲書, p.149）。
ただし、これらは製造段階での使用量であり、原材料や部品など自社から見て上流段階、す

                                                   
3 ここでの年間降水量は、1981 年から 2010 年の全国約 1,300 地点の資料をもとに国土交通省水資源部
で算出した数値である（国土交通省, 2016, p.2）。 
 
4 水資源賦存量とは、水資源として理論上、人間が最大限利用可能な量を指し、降水量から蒸発散量を引
いたものに当該地域の面積を乗じて算出される（国土交通省, 2016, p.4）。 
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なわちサプライチェーンで使用された水の量が含まれていない。 
 
2.3.2	 サプライチェーンを含めた水の使用状況 

	 日経平均株価の算出に使用される企業 225社（以下、日経 225 企業という）について、
各社のサプライチェーンにおける水リスクを考察した研究として、斉藤・Ast (2012)がある。
彼らによると、225社による総水使用量 790億 m3のうち5、直接操業（日経 225企業とそ
の子会社）による使用量は約 25％であり、残りの約 75％は 1次及びさらに川上のサプライ
ヤーによる使用量であるという（前掲書, p.7）。つまり、日経 225企業のサプライチェーン
における水使用量は、自社及び子会社による使用量の 3倍にのぼる。また、業種・業界（以
下、セクターと記す）別に見ると、水使用量が多いセクターとして食品・飲料、基礎資源、

工業製品・サービス、パーソナル用品・家庭用品、化学、自動車・部品が挙げられており、

これらのうち最も使用量が多いのが食品・飲料である（前掲書, pp7-8）。食品・飲料セクタ
ーに属する 12社（225社のうち約 5％）による水使用量は 168億 m3であり、日経 225企
業による総水使用量の約 21％に相当する。 
 

	 	 	 	 	 	  
図１	 各セクターによる水使用量 

出所：斉藤・Ast (2012, p.8) 
 
	 食品・飲料セクターの水使用量を直接操業とサプライヤーで分けて把握すると（前掲書, 

                                                   
5 ここでの総水使用量は、日経 225企業の全世界の拠点での水使用量に関するデータを分析した結果であ
り、国内のみならず海外での使用量をも含む（前掲書, p.7）。 
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pp7-8）、168億m3のうち直接操業での使用量は 2％であり、残りの 98％は 1次サプライヤ
ー及びさらに川上のサプライヤーによる使用量であるという（図１参照）。こうした食料生

産に関わる水使用が多いという調査結果は、前述の２．２項で見た事柄と符合する。 
	 水使用量の多いセクターは、それが少ないセクターに比して水リスクに曝される度合い、

すなわち曝露（exposure）が大きい（沖, 2016, p.40）と考えられることから、食品・飲料
セクターは他セクターに比して曝露が大きく、とりわけサプライチェーンでの曝露が大き

いことになる。したがって、食品・飲料セクターに属する企業は、直接操業のみならずサプ

ライチェーンにまで視野を広げて水リスクを管理する必要性が高い。では実際に、それらの

企業のサプライチェーンにおける水リスク管理はどのように実施されているのか。こうし

た問題意識から、本稿では飲料メーカーに着目し、その現状と課題を検討する。なお本稿に

おいて水リスクとは、組織などの実体（entity）が水不足や洪水など水に関連する課題
（challenge）を経験する可能性をいう（CEO Water Mandate, 2014, p.81）。 
 
3.	 研究方法 

 
3.1	 分析対象企業 

	 本稿で分析対象とする国内大手飲料メーカーは、アサヒグループホールディングス（以下、

アサヒ HD）、キリンホールディングス（以下、キリン HD）、サントリー食品インターナシ
ョナル（以下、サントリー食品）の 3社である。これら 3社について、サプライチェーンに
おける水リスク管理の状況を各社のウェブサイトから入手可能な公表資料、および CDPウ
ォーター調査 2017 への回答内容により確認する6。水リスク管理について同調査でアサヒ

HDは「A－」、キリンHDとサントリー食品は「A」と高い評価を得ており、いずれも水リ
スク管理で優れた企業とされる7。ただ、CDPウォーター調査 2017は各社のサプライチェ
ーンをも調査対象としているとはいえ、サプライチェーンにのみ焦点を当てた設問は、筆者

の確認では全 64 問のうち 5 問に留まる8。したがって、サプライチェーンでの対応状況を

さらに別の視点から調査することで、新たに分析対象各社の課題を識別しうると考えられ

る。 

                                                   
6 CDPウォーター調査は水リスク対応に関するグローバル企業に対する代表的な調査で、回答各社のう
ち開示に同意した企業の回答結果がウェブサイト（https://www.cdp.net/en/responses）上で検索・確認
できる（2017年 10月 11日確認）。 
 
7 同調査で A評価を得たのは全回答企業 2,025社のうち 75社である（CDP Worldwide, 2017）。 
 
8 具体的には、すなわちサプライヤーによる水使用量、リスク、管理状況に関する設問（3問）、そして
自社の事業活動に実質的な変化をもたらす可能性のある水リスクとそのサプライチェーンに対する影響、

対応戦略に関する設問（2問）である。 
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3.2	 分析方法 

	 分析にあたって依拠した枠組みを図２に示す。これは、CO2排出量や水の影響を軽減する

等、企業が持続可能なサプライチェーンの取り組みを開発するための枠組みであり、Carbon 
Trust and BSR (2017, p.30)の中で示されている。本稿では同枠組みに記載の各項について
分析対象各社の状況を確認することを通じて、各社の現状と課題を分析した。 
	 本稿での分析に同枠組みを採用した理由は以下のとおりである。水リスク管理に関する

これ以外の枠組みとしては、日本公認会計士協会(2013）の枠組みと、Alliance for Water 
Stewardship (2014)の枠組みを挙げることができる。前者は取り組みの流れを示すのみで、
チェックリストとして使用しにくい。また、後者はサプライチェーン関連の項目が少なく、

十分な分析とならない懸念がある。一方、Carbon Trust and BSR (2017)の枠組みは、サプ
ライチェーンでの取り組みに焦点を当てているほか、取り組みのステップと各ステップの

内容が明示されているので、チェックリストとして使用できる。また内容的にも他 2 つの
枠組みと大きな不整合がなく、的確な分析が期待できる。こうした利点により、本稿では

Carbon Trust and BSR (2017)の枠組みを採用した。 
 

 

（注）項番号は筆者追記 
図２	 持続可能なサプライチェーンの取り組みを開発するための枠組み 

出所：Carbon Trust and BSR (2017, p.30) 
 
4.	 サプライチェーンにおける 3社による水リスク管理の状況 

	 本節では、分析対象の 3社について、前述の枠組みに基づき、サプライチェーンでの水リ
スク管理の現状を確認する。前述の枠組みの各項について、3社の公表資料を確認して関連
情報を収集・整理した。確認結果の要点は、表１～４に示すとおりである。 

基盤整備 業績向上 変革

1.理解する

(1a)リスクと影響を評価す
る
(1b)重要な価値と取り組む
べき課題を定義する

(1c)サプライチェーンと製
品サービス提供において効
率性と業績を上げる機会を
特定する

(1d)大きな変革と便益をも
たらす機会を特定する

2.計画する

(2a)大志のレベルを設定す
る
(2b)ゴールとビジョンを開
発する

(2c)戦略を開発する
(2d)行動を起こす領域を優
先づける
(2e)目標とロードマップを
設定する

(2f)サプライヤーや顧客、
パートナーと共に解決策を
創り出す

3.行動する

(3a)組織を整合させる：方
針、ガバナンス、プロセス
(3b)社外に伝達し、エン
ゲージメントを行う

(3c)プロセス改善を実行
し、展開する
(3d)サプライヤーへの働き
かけを試行し、展開する

(3e)ビジネスモデルとバ
リューチェーンにおける変
化を試行し、検証し、展開
する

4.学習する
(4a)影響を測定・監視する
(4b)継続的に改善を行う



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

5.	 調査対象 3社の現状をふまえた課題の特定 
	 前節で確認した 3 社のサプライチェーンにおける水リスク管理の現状をふまえ、本節で
は、分析に使用した枠組みのステップごとに各社の課題を特定していく。なお、前節での情

報収集を通じて、3社とも現状では同管理について大きな変革に取り組んでいないと判明し
たことから、同枠組みのうち基盤整備と業績向上の各局面について見ていく。 
 
5.1	 第１ステップ「理解する」について 
	 まず 1a項については、間接水（原材料の生産過程における水）の分析を実施している点、
そしてサプライヤーへのアンケート調査を実施して水使用の実態や管理状況を報告させて

いる点で、3社とも共通している。後者についてキリンHDとサントリー食品の 2社では対
象サプライヤーの比率がそれぞれ全体の 42％、63％に留まっており、アサヒHD（同 76％
以上）並みに引き上げることが課題となろう。次に 1b項では、3社ともサプライヤーの水
リスクを認識し、事業活動における水の重要性を指摘している点で共通する。さらにキリン

HDでは、重要な価値として「サプライチェーンの維持安定」を品質、コスト、納期に並ぶ
価値として位置づけ、取り組むべき課題として「必要量の確保と市況価格の影響の最小化」

を特定している。こうした記述はアサヒHDでは見られず、課題といえよう。サントリー食
品は CDPウォーター調査への回答の中で、サプライチェーンに関して対処すべき大きなリ
スクはないとしており、1b項は非該当とする。1c項については、アサヒ HDとキリン HD
は間接水の分析を通じて水リスク対策が必要となる品目や地域を識別している。一方で、水

リスク低減を見込んだ製品開発などの機会特定については 3 社とも明確な記述は見られな
い。 
 
5.2	 第２ステップ「計画する」について 
	 最初の 2a 項は、どのくらい野心的なゴールとするかに関する項目である。次の 2b 項の
検討過程における意思決定事項であり、組織外部には必ずしも出てこない情報と考えられ

るので、検討から外す。2b 項については、3 社ともサプライチェーンにおける水リスクに
関する個別のビジョンを制定（開示）していない。3社にとって水リスク管理が重要な経営
課題と考えられることから、個別のビジョンを提示し、中長期的に目指す姿を明示すること

が望まれる。2c 項については、リスク対応の戦略として 3 社ともサプライヤーの分散化に
取り組んできた。そして 2d項については、前述のとおりアサヒHDとキリンHDは原料生
産過程の水リスク分析により、リスク対策を優先的に進めるべき領域（地域、品目）を特定

済みである。2e項では、アサヒ HDとキリンHDではサプライヤー分散化という戦略を通
じて達成したい目標やその道筋を示すような明確な記述が見当たらない。これら 2 社は水
リスク対応に関する目標と達成への道筋を示すロードマップを掲げることで、ステークホ

ルダーによる理解を促進できると考えられる。なお、サントリー食品は従来の取り組みが奏

功した結果、サプライチェーンにおいて対処を必要とする水リスクはないとしており、2d
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項と 2e項は該当しない。 
 
5.3	 第３ステップ「行動する」について 
	 3a 項の方針については、3 社とも調達基本方針、及びサプライヤー・ガイドラインで地
球環境への配慮を行うべきことが規定されている。さらにアサヒ HD とサントリー食品で
は、サプライヤー・ガイドラインで水の使用を適切に行うべきことが明記されている。ガバ

ナンス面では、3社とも持株会社にある調達部門が統括し、各グループ会社がこれと歩調を
合わせる形でグループ一体として取り組んでいる。プロセス面は次の 3b項と合わせて確認
する。3b項では、3社とも①サプライヤーに対し水関連を含む調達方針、行動規範を提示、
②サプライヤーは水使用の実態や取り組み状況を報告、③サプライヤーと適宜、協働しなが

ら水リスク低減に取り組む、の 3 点で共通している。さらにアサヒ HD は必要に応じてサ
プライヤー訪問による現状確認と課題解決への協働を行う一方、キリン HD では「サプラ
イヤー満足度調査」を毎年実施し、相互理解の醸成に取り組んでいる。サントリー食品も同

様にサプライヤーとのコミュニケーション機会を増やすことで協働をいっそう推進できる

ものと考えられる。3c 項と 3d 項については、キリン HD とサントリー食品がサプライヤ
ー・アンケートの対象を海外サプライヤーまで拡大しつつある（アサヒは既に海外も含めて

いる）。またアサヒ HDは原料生産過程の水リスク分析を受けて、サプライヤー品質監査の
チェック項目として水に関する項目を追加したという。キリン HD とサントリー食品は今
後、海外サプライヤーとの連携強化（方針の浸透、ガバナンス体制及びマネジメント・プロ

セスの確立など）が課題となろう。 
 
5.4	 第４ステップ「学習する」について 
	 4a 項については、3 社とも全社的なリスク評価の一環でサプライチェーンのリスク評価
を実施している。リスク対応の契機については、アサヒHDは「製造過程で使用する水のコ
ストの 10％増加」であり、キリンHDは「水に関連するコストの変化」と考えており、両
社とも直接操業とサプライチェーンの両方に適用する。一方、サントリー食品では「当社施

設のいずれか 1つが意思に反して操業停止を余儀なくされたか否か」を契機としているが、
サプライチェーン向けには適用されておらず、今後の設定が期待される。4b項については、
3社ともサプライヤー・アンケート等を通じて得られる情報をサプライヤー選定・見直しに
反映させている。また、リスク監視・評価にもとづきサプライヤー分散化の戦略に沿って、

継続的に改善が実行されてきた点も同様である。すなわち、アサヒ HD は米国コロラド川
流域での干ばつについてオレンジのサプライヤー分散化を実施し、キリン HD ではオース
トラリアからの主要な調達品である生乳について、今後に備えて調達部門が代替的なサプ

ライヤーの選定を実施済みである。またサントリー食品は、コーヒー豆の調達に係るリスク

を軽減するためサプライヤー分散化を実施してきた。 
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5.5	 小括 
	 前項までの検討により特定した各社の課題を表 5にまとめて示す。CDPウォーター調査
2017で高評価を得るなど水リスク管理で先進的と考えられる 3社においても、サプライチ
ェーンでの対応状況に焦点を絞って分析すると、数々の課題を有していることが同図表か

ら明らかである。 
 

表 5	 国内大手飲料メーカー3社の課題 

 
出所：筆者作成 

 
6.	 国内大手飲料メーカー3社の課題に関する考察 
	 本節では、前節で特定した 3 社の課題について考察を加える。まず 3 社に共通する課題
について考察し、次に戦略と目標設定に焦点を当てて他社事例を交えながら考察していく。 
 
6.1	 共通する課題に関する考察 
	 3社に共通する課題としては、1c項の「水リスクの低い製品の開発などの機会特定」、お
よび 2b項の「水リスク対応に係るビジョン制定」がある。1c項が求めているのは、例えば
水リスクの低い原材料やサービス事業者を選定することを通じて持続可能性を改善し、顧

客への付加価値が高まる特長を製品に作り込むことである（Carbon Trust and BSR, 2017, 
p.33）。そうした機会を特定し、実現することは、自社の競争力増強と水資源保護を両立す
ることにつながり、持続可能な事業活動となる可能性が高まる。 
	 また、2b 項の「水リスク対応に係るビジョン制定」については、水リスクに対して、い
つまでに、どのような対応を目指すのかをまずは定性的に明示することが望まれる。さらに、

それを定量的で測定可能な目標に落とし込むことで、進捗が確認できる。したがって次ステ

アサヒHD キリンHD サントリー食品

1.理解する 1a -
・サプライヤー・アンケート

の対象拡大

・サプライヤー・アンケート

の対象拡大

1b ・重要な価値と課題の特定 - -

1c
・水リスクの低い製品の開発

などの機会特定

・水使用量を削減した製品開

発などの機会特定

・水使用量を削減した製品開

発などの機会特定

2.計画する 2a - - -

2b
・水リスク対応に係るビジョ

ン制定

・水リスク対応に係るビジョ

ン制定

・水リスク対応に係るビジョ

ン制定

2c - - -

2d - - -

2e ・目標とロードマップの明示 ・目標とロードマップの明示 -

3.行動する 3a - - -

3b - -
・サプライヤーとのコミュニ

ケーション機会の増加

3c -

3d -

4.学習する 4a - -
・サプライチェーンにおける

リスク対応契機の明確化

4b - - -

・海外サプライヤーとの連携

強化

・海外サプライヤーとの連携

強化
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ップの行動に効果的につなげていくためには、こうした目標を「計画」のステップで設定す

ることが重要になる。この点については Carbon Trust and BSR (2017, p.32)においても、
「計画」のステップにおける成果として中期及び長期の目標を位置づけており、企業等の組

織が自らの意図の具体的な示唆を外部の市場やサプライヤー、そしてまた内部の事業部門

に伝えるためにこうした目標を使用することとしている。さらに、目標を達成するには具体

的な戦略の策定と実行が重要であると考えられる。こうした認識に基づき、次項では戦略と

目標設定について企業事例とともに考察する。 
 
6.2	 戦略と目標設定に関する考察 
	 サプライチェーンにおける水使用について中期の目標設定を行っている事例として、ビ

ール製造・販売のグローバル企業であるモルソン・クアーズ（Molson Coors Brewing 
Company; MCBCと略記）を取り上げる。以下では、同社の持続可能性報告書であるMCBC 
(2017)に基づいて同社の取り組みを述べる。 
	 MCBCは従来から持続可能性に対して取り組んできたが、2017年初頭に取り組むべき課
題について重要性評価を行い、その結果をふまえて重点的に取り組むべき 3 つの重要な領
域を特定した。すなわち、①責任あるリフレッシュ：生活の中のシンプルな喜びを楽しむ、

②持続可能な醸造：穀物からグラスまで、③共同で作り上げる：我々の従業員とコミュニテ

ィのために、の 3つである。これらはそれぞれ、複数の優先事項と 2025年目標へと細分化
されており、上記②の優先事項の１つに「農業の最良事例（best practice）を育てる」があ
る。そしてこの優先事項には 2つの 2025 年目標が設定されている。すなわち、「農業のサ
プライチェーンと麦芽製造業務において水使用効率を 10％改善する（この改善量は当社の
全世界の醸造所における水使用総量に相当）」、及び「大麦とホップは、当社の持続可能性基

準を満たすような方法で育成、製造、配送するサプライヤーから 100％調達する」の 2つで
ある。 
	 MCBCの 2025年目標として特徴的と考えられるのは前者である。MCBCは従来から醸
造所における水使用量減少に取り組んできたが、それに加えて、農業を含むサプライチェー

ンへの取り組みを強化することで、同社の全世界の醸造所における水使用総量に相当する

水使用量を削減しようとしている。この目標の達成に向けて同社は農家との協働に取り組

み、これまでに開発した農家向け ITプラットフォーム等を通じて、農場のマネジメントを
可視化して互いに知見やデータを学び合えるようにしようとしている。 
	 第 2節で確認したように、国内外で水の使途として農業は大きな存在である。MCBCは
こうした農業での水使用を低減することにより、農業の持続可能性を高める一方で、自らの

水リスクの曝露（exposure）を抑制して水リスクの軽減を図っていると考えられる。これ
は、社会課題への取り組みを通じて自社の競争力を高める CSV（Creating Shared Value）
戦略9の 1つと見ることもできよう。 
                                                   
9 Porter & Kramer (2011)は CSV戦略の概念を提示し、SVを創出する機会を体系化して見せた。 
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6.3	 国内大手飲料メーカー3社への教訓 
	 本稿で取り上げた国内飲料メーカー3 社にとって、MCBC の事例が有する教訓は大きく
分けて 2 つあると考える。第 1 に、具体的な目標の明示によってその企業が取り組もうと
するリスク管理が明確になり、企業内外の関係者を巻き込むうえで有効となることである。

第 2に、リスク低減の戦略についてMCBCが国内 3社と異なる戦略を採用していることで
ある。すなわち国内 3 社が主にサプライヤー多様化による水リスクの分散を戦略としてい
たのに対し、MCBC は前述のような方法で農業の持続可能性を高めつつ、自らの水リスク
の曝露（exposure）を小さくすることでその軽減を進める戦略を採用している。各社の間で
経営環境が異なるため、いずれが有効かを軽々に論じることはできないが、国内 3 社にと
って今後、戦略の策定に関する参考事例となりうると考える。 
 
7.	 まとめ 
	 本項では飲料メーカーのサプライチェーンにおける水リスクに焦点を当てて、主に国内

大手 3 社を対象として、その現状と課題について検討してきた。そして主な判明事項とし
て、水リスク管理で一定の評価を得ている 3 社であってもサプライチェーンに絞って分析
すると数々の課題を抱えていること、そして特に戦略と目標設定については今後の水リス

ク管理を有効に進めるうえでも重要性が高いこと等を海外企業の事例を参照しながら指摘

してきた。 
	 サプライチェーンでの水リスク管理は、多くのグローバル企業にとって取り組みが困難

で、かつこれからの重要課題であると考えられており（久保他, 2015, p.218）、さらなる研
究の蓄積10が期待される。今後の研究を展望すると、海外企業をも分析対象とした事例研究

や、多くの企業を対象とした定量分析を志向した研究などを挙げることができ、いずれも本

稿では至っていない部分と認識している。これらについては他日を期したい。 
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【原著論文】 

産学官連携による技術イノベーションの推進・事業化に 

影響した要因 
 

Factors Influence to Progress and Commercialization of Technology 
Innovation through Industry-University-Government Alliance 

 
甲南大学	 マネジメント創造学部	 高	 永才 

Konan University, Hirao School of Management, Youngjae Koh 
 

＜Abstract＞ 

Companies, universities and local governments have different purpose therefore it is 
difficult to cooperate toward the technology innovation under the same purpose. 
Despite that, there are several technological innovations by 
industry-academia-government collaboration (Industry-University-Government 
Alliances, here after we call it IUGA). The purpose of this research is to clarify the 
factors that enabled technology innovation through IUGA and the commercialization of 
those results. 

The target of analysis will be the Next Generation Energy and Social System 
Demonstration Project in Japan, which advanced the project in the form of IUGA. 
From the analysis, it was observed that the importance of government policy in 
realizing technology innovation. The policy of an entity with the power of government 
made it possible for the company to drive resource to the innovation. Furthermore, it 
was important in commercialization that the goals of each research group were unified, 
the system was modularized and the interface standardized beforehand. 
 
1．研究の背景と目的 

企業が市場競争で勝ち抜くには様々な主体の協力が必要である（武石、2003）。これは、
国内で増えつつある産学官連携の数を見ても明らかである1。例えば、大学に対する民間企

業の受託研究の数は 2011 年時点で 12212 件であり、大学と民間企業の共同研究の数は
15032件となっている。これは 2001年に比べ前者が 6511件、後者が 9768件増えたこと
                                                   
1 国立研究開発法人「科学技術振興機構	 産学官連携のあゆみと活動/受託研究実績の推移」 
<http://jipsti.jst.go.jp/foresight/dataranking/sangakukan/jisseki/〉2018年 3月 23日参照。 

――――――――――――― 

平成 30年 3月 28日	 受付 

平成 30年 6月 21日	 受理 
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を示している。こうした連携は、当事者同士が行うこともあれば政府機関や公的機関が資

金援助の形で媒介することもある。これは、企業、大学のみならず政府や地方自治体の技

術イノベーションへ2の関与が増えつつあることを示している。 
だが、企業、大学、自治体（官）は活動の目的が異なる。さらに、投資に対し求める成

果も異なる。これは、複数の主体が技術イノベーションを遂行するには合意が必要となる

ことを示している。そうであるにも関わらず、これまで産学官連携の議論は、産学官連携

ありきで議論を進めて来た。 
しかしこれまで、これらの課題に対し解がなかったわけではない。ある時期にある技術

イノベーションが実現するのは、技術そのものの特性よりもそれに対する世論と利害関係

者の相互作用が強く影響することを主張した「技術の社会的構成論」（例えば、Pinch and 
Bijker、1987））や「イノベーションの正当化による資源動因」（武石・青島・軽部、2012）
の理論は、これらの課題に対し、一部解を提供している。 
ただし、これまでの技術の社会的構成論やイノベーションの正当化による資源動因の議

論は、単一企業、もしくは同じ業界（例えば、自動車業界）に属する企業を対象としてお

り、異なる業界に属する企業や主体を分析対象とはしていない。さらに、分析対象が技術

イノベーションという技術開発の範囲に限定されており、その後の事業化への道のりにつ

いても議論が不足している。 
つまり、目的や活動領域が異なる複数の主体間の技術イノベーションとその後の事業化

の推進に影響する要因についての研究が不足しており、こうした内容を明らかにするのが

本研究の目的となる。これらの内容の解明は、産学官連携における技術イノベーションの

推進とその後の事業化に対するマネジメントに悩む企業、大学、地方自治体に新たな指針

を提供する可能性を持つ。この内容を明らかにするために本研究が用いるのは、2010年 9
月から 2015 年 3 月末まで実施された「次世代エネルギー社会システム実証事業（Next 
Generation Energy and Social System Demonstration Project）」の事例である。 
この実証事業は経済産業省が運営資金の 2/3 を負担し、残りの 1/3 を参画企業が補って
いる。これは、京都議定書に記載がある日本の CO2 削減目標値の達成と今後のエネルギ
ーの効率的な活用を目指し始まったものである。 
 
 

                                                   
2 「イノベーション」という用語は多義的である。本研究はその中でも Shumpeter(1934)が提唱したイ
ノベーションの定義、「新規の、もしくは、既存の知識、資源、設備などの新しい結合」をベースにする。

さらに、一橋大学イノベーション研究センター(2017)の「社会に新たな価値をもたらす革新」という概念
も取り入れイノベーションを定義する。後者は、新たな価値を一般的な経済価値のみならず、温室効果ガ

ス削減技術のように、まだ経済性が乏しく、それを図ることも難しいが、将来社会的に価値がある新結合

も含めている。よって、本研究における「技術イノベーション」とは「新規の、もしくは、既存の知識、

資源、設備による新たな技術結合であり、結果、新たな価値の創造、もしくは新たな社会システムの構築

を可能にするもの」とする。 
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2．研究方法 

	 本研究が対象としている「次世代社会システム実証事業」は、国内の四つの市（神奈川

県横浜市、愛知県豊田市、関西文化学術研究都市、福岡県北九州市）で実施された。その

中でも神奈川県横浜市で行われた「次世代社会システム実証事業」（YSCP:	 Yokohama 
Smart City Project、以下 YSCP）が本研究の分析対象となる。実証データは、事前にイ
ンタビュー項目を送り、事後的にインタビューを行う半構造的な方法で得ている。 
事例の対象である横浜市に対しては 2013年 7月 13日に一回、インタビュー（約 2時間）
を行っており、その他の情報は担当者とのメールのやり取りで得ている。さらに、足りな

い情報はウェブサイトから得て補っている。また、YSCPのプロジェクト・マネージャで
あった担当者にも 2016年 4月 11日にインタビュー（約 2時間）を行っている。産学官連
携という形態で行われた「次世代社会システム実証事業」において、どのような要因が目

的の異なる主体同士を協力させたのか。また、事業化に向かわせたのか。既存文献を振り

返り、本研究の位置づけを明らかにする。 
 
3．既存文献 
3.1	 技術イノベーションの推進に影響する要因 

技術イノベーションは大きく三つの段階を必要とする。まず、研究開発に対する社内の

承諾により資源動員が可能になる段階、生産及び事業化を検討・確定する段階、販売やマ

ーケティング戦略の立案、実行の段階である。どの段階も重要であるが、その中でも資源

動員が不可能であれば次の段階が存在しないことから、これまで資源動因に影響する様々

な要因、具体的には要素価格（労働や資本コストの変動）、技術の優位性、さらには社会的、

政治的要因（技術の社会的構成論：Social Construction of Technology）に注目が集まっ
ていた。 
しかし、要素価格の低下や市場ニーズの変化（Rosenberg、1969; Mowery and Rosenberg、

1979; 朱・武石・米倉、 2007）、技術優位性はどの時代にも存在する。 
例えば、要素価格の高騰による工場の海外移転は多く観察される現象である。また、技

術優位性の重要性を強調した技術決定論的視点（例えば、 MacKenzie and Wajcman、1999）
や経路依存性（Arthur、1987；David、1985）を強調した視点も、ある時期に支配的な製
品技術がこれ以上の改善が困難になると、製品イノベーションから工程技術イノベーショ

ンへと移行し、普及する（Abernathy and Utterback、 1978）現象を見ると必ずしも当
てはまる理論ではない。 
こうした議論に対し Pinch and Bijker（1987）や朱・武石・米倉（2007）は、技術の
成熟や優位性のみならず、技術と関連する社会的集団の技術に対する解釈が技術イノベー

ションのタイミングや推進を左右するという技術の社会的構成論を提示している。そこに

は、支配的になる技術が必ずしも技術的優位性を持つとは限らないこと、技術に対する社
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会集団間の相互作用と解釈が技術イノベーションの登場に影響することが示されている。 
こうした議論は、技術の活用用途や収益性に対する不確実性が高い場合、組織は、経済

優位性や技術優位性よりも社会的、政治的要因により大きく影響を受ける可能性を示唆し

ている（朱・武石・米倉、 2007）。これらの観点から本研究は社会的、政治的観点（以下、
社会構成論の観点）に基づき産学官連携を通した技術イノベーションの推進について分析

する。ただ、これまでの議論が単一企業とその製品を対象とし、事業化を所与としてきた

ことに対し、本研究は目的の異なる複数の主体を巻き込み推進するイノベーションの在り

方とその後の事業化に影響した要因について分析する点で異なる。 
 
3.2	 産学官連携を通した技術イノベーションと事業化 

	 何が産学官連携による技術イノベーションに影響したのかに関する研究は多様である。

その中でも、早くに注目されたのが技術の特性である。Hagedoorn（1993）は、属する技
術分野の成熟度やその集約度、対象となる技術の特性（基礎研究か、応用研究か）が企業

間の協力的な姿勢に影響する事を明らかにしている。加えて Hagedoorn（1993）は、産
学官連携への参加目的にも注目し、Bareley and Casson （1988）は財務状況の重要性も
明らかしている。こうした目に見える技術特性や外生的な要因に注目していた議論は 21
世紀に入ると企業が持つ知識の幅（Zhang et al.、2007）や、タスクの不確実性と相互依
存関係の強さ（Morandi、2013）といった測定困難で不可視的な資源に焦点を当てるよう
になる。 
具体的には、技術的要因や経済的要因といった外生的、明示的要因とそのマネジメント

に注目していた議論が多かったのに対し、産学官連携という形態が加わることで、複数の

企業やプレーヤが持つ知識の幅を理解し、それをどのように組み合わせるのかといった数

値化できない要因のマネジメントへと議論の焦点が移ったのである。 
しかし、これらの議論は産学官連携に対するマネジメントが必要であることを示唆して

いるものの、どうすれば目的や知識の異なる主体が共にイノベーションを推進することが

できるのかに関しては、詳しく述べていない。こうした課題に対し、Bozeman et al.,（2013）
や Bozeman and Gaughan（2007）はその解が、政府や自治体、さらに、外部の資金援助
にある可能性を示している。彼らは、産学官連携の協力の在り方に政府や自治体の声が影

響し、時には大学と企業の役割が決まる（Etzkowitz, 2003）ことを示唆している。 
ただ、上記の議論は入り口での話である。政府や自治体の声や補助金によって産学官連

携がはじまることを述べるにとどまっている。産学官連携のプロセスや事業展開に対する

組織体制、さらにはマネジメントの在り方についての言及はわずかである。産学官連携を

通した技術イノベーションの成果導出までの道のりとその活用可能性が見えなければ、企

業や大学は実証事業への参画やその後の事業化への移行を躊躇する可能性が高い。前述の

ように不確実性が高い中、具体的に何が、産学官連携を通した技術イノベーションを推進
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させ、その後の事業化を可能にしたのかはいまだ不明である。こうした疑問に対し、技術

イノベーションの遂行に対する正当性を社内（組織内）、または協力関係にある主体間で確

保することが重要である（武石・青島・軽部, 2012）との議論がある。より、詳細に述べ
るならば、人や資金や設備といった資源動員に対する正当化プロセスの必要性である。 
しかし、こうした議論も、単一組織にフォーカスを当てた議論となっており、複数の主

体間においてどのように技術イノベーションとその事業化が進むのかは明らかにされてい

ない。 
よって、本研究は、社会的構成論の枠組みと利害関係者間の正当性の確保という二つの

概念を用いて産学官連携を背景とした技術イノベーションの推進とその後の事業化に影響

した要因について明らかにする。 
 
4．事例分析 
4.1	 事例分析 

「次世代社会システム実証事業」は、経済産業省が 2010年 1月から 2月にかけて公募
で選定した四つの都市で実施された。実施期間は 2010 年 9 月から 2015 年 3 月末日まで
であり、産学官連携という形で進んだ。 
公募の背景には、1997年に採択された京都議定書があった。そこには、日本を含む先進
国が 2010年度までに削減すべき CO2などの温室効果ガスの目標値が記載されており、日
本は、1990年度比 6％の削減目標を達成する必要があった。そのため様々な取り組みが必
要となっていた。温室効果ガス削減のために採択した方法の一つが、再生可能エネルギー

の安定的で効率的な需給である3。 
ただ、再生可能エネルギーは、出力が不安定で制御が困難である。そのため、大量導入

の際には地域的に電圧変動の問題が生じる可能性がある。さらに、需要の面でも、今後予

想される電気自動車などの技術進化によって、電力需要が急増することが予想されていた。 
これらの変化に対応しつつ、温室効果ガスを削減するには、再生可能エネルギーの需給

状況を継続的に把握し、電力を安定的に受給できるシステムが必要であった。加えて、エ

ネルギーの有効利用という観点からは、電力の効率的受給のみならず熱エネルギーや交通

システムを含む都市計画も必要となっていた。 
こうした背景から次世代エネルギー社会システム実証事業が四つの都市で進んだのだが、

その中でも本研究は、横浜市で行われた実証事業（YSCP:	 Yokohama Smart City Project、
以下、YSCP）を分析の対象とする4。四つの都市で行われた実証事業の中で実証成果の事

                                                   
3 経済産業省（2010）「次世代エネルギー・社会システム実証地域募集要領」 
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/smart_community/doc/jissyochiiki2010_01.pdf 
2017年 5月 13日参照。 
4 紙面上四つの市のプロジェクトをすべて記述することが難しいこと、さらに実証後、事業化への動きが
みられることもYSCPのみを取り上げる一つの理由となる。 
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業化5が観察できるためである。	  
YSCPに参画した一部の企業は実証事業終了後「横浜ビジネス協議（YSBA；Yokohama 

Smart Business Association）」を立ち上げ、継続してその成果を生かすことを目指してい
る。YSBAは、2015年 4月 1日から（2018年 3月末日までの期限付き）運営を開始して
いる6。2015年 11月時点で自治体や企業合わせて 15の会員が参画しているが、継続的に
会員募集を行っていることから実証成果の積極的な活用への意志が明確である。 
 
4.2	  YSCPにおける推進体制と実証事業開始の背景 

4.2.1	  YSCPにおける推進体制 

	 表 1は、YSCPの推進協議会の組織図である。 
 

表 1 横浜スマートシティ（YSCP）推進体制 
運営会議 
幹事会 

プ
ロ
ジ
勍
ク
ト
・
マ
ネ
勖
ジ
勐
卓 

東
芝 

CEMS WG 
推進担当： 

東芝 

HEMS WG 
推進担当： 

東芝 

BEMS WG 
推進担当： 
明電舎 

運輸 WG 
推進担当： 

日産 
アクセンチュア 

関西電力 
シャープ 

ソニーエネジーデバイス 
東京電力 
日立製作所 
明電舎 
NEC 

大京アステージ 
東京ガス 
東芝 

パナソニック 
三井不動産 

JX 日鉱日石エネルギー

社 
NTT ドコモ 

NTT ファシリティーズ 

清水建設 
住友電気工

業 
大成建設 
東芝 
日揮 
明電舎 
NEC 

オリックス 
オリックス自動車 

日産 
日立製作所 

JX 日鉱日石エネルギー

社 
NEC 

出所：横浜市インタビュー 2013年 7月 13日. 
 
表 1の組織図が示すように実証事業の推進協議会はプロジェクト・マネージャと横浜市
をトップとし、全部で 29 企業、団体から成り立っている。紙面の関係ですべての参画企
業、団体を示すことはしていないが、YSCPのみならず四つの市で行われた実証事業は大
きく四つのプロジェクトに分かれており、それぞれ CEMS（Community Energy 
Management Systems）、HEMS（Home Energy Management System）、BEMS 
（Building Energy Management System）、EV（Electric Vehicles）（以下CEMS、HEMS、
BEMS、EV）となる。それぞれのシステムはすべて CEMSと繋がるように設計されてお
り、CEMSは他のシステムと連結し、街全体のエネルギーの需給状態を把握、コントロー
ルする。プロジェクト内にはWorking	 Group（以下、WG）が設けられ、CEMS、BEMS、

                                                   
5 YSCPのプロジェクト・マネージャに確認したところ、実際に実証成果を商品化していることも確認で
きている（2016年 4月 11日実施）。 
6 横浜市温暖化対策本部＜http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/ysba/sanka.html＞2017年 5月 13日
参照。 
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HEMS、EVのすべてのWGにはリーダ企業が存在する。彼らは、定期的に技術会議を行
いシステム内の調整を行う。また、WG間の情報共有が必要となる場合は、WGのリーダ
とプロジェクト・マネージャ及び市の担当者が幹事会を開く。こうした推進協議会におけ

る会合の時間や場所の案内等は市の関係者が行う7。 
ただ、実証事業開始時に、推進体制が完全に今の形となっていたわけではない。各々の

企業は順次参画することとなったため、表 1のような形となったのは実証事業開始後であ
る。では、こうした推進体制が出来上がるプロセスにおいて、YSCPの技術イノベーショ
ンの在り方やシステム開発はどのように進み、どのような要因に影響を受けているのだろ

うか。目的が異なる主体が技術イノベーション推進させたプロセスも含め明らかにする。 
 
4.2.2	 実証事業開始の背景と YSCPにおけるイノベーションの推進 

日本政府は、京都議定書採択後の CO2 削減を積極的に進めた。これは「次世代エネル
ギー社会システム協議会」の第 1回議事録からも明らかである8。前述の資料で経済産業省

の新エネルギー社会システム推進室長である飯田健太氏は、鳩山総理が 2009 年 9月に国
連で温室効果ガス 25%削減を表明したこと、さらには環境と経済の両立、再生可能エネル
ギーの導入の在り方について述べたことに触れ、こうした目標に対応するための技術改革

が重要な課題であることを述べている。加えて、オバマ大統領の訪日に触れ、スマートグ

リッドを中心とした整備（次世代エネルギー社会システム実証事業は、スマートグリッド

を開発するための実証事業である）が両国にとって極めて重要であることを総理に進言し

たことにも触れている。 
また、経済産業政務官（大臣政務官）であった近藤洋介氏も経済産業省の成長戦略会議

で地球温暖化を一つの大きなチャンスととらえ、新たしい産業を興していきたい、という

意見があることを述べ、さらに、日本の省エネルギー、新エネルギーに関する技術は極め

て高いため、標準化も含め世界的な流れの中で積極的に取り組みたいとの意思を示してい

る。この会議では、自動車関連、スマートグリッド関連など、複数存在する研究会を経済

産業省内で一つに取りまとめつつ、さらに、国土交通省と連携を図りながら共同の勉強会

を立ち上げる必要があること、さらにそのための事務的な話し合いがあったことが示され

ている。これは、政府が積極的に CO2 削減目標に掲げ、それと関連する事業を拡げよう
としていたことを示している。 
ここから推測できるのは、経済産業省の指針が次世代社会システム実証事業（産学官連

携）の方向性に影響を与えたのではないか、ということである。 
経済産業省が公募を行ったのは 2010年 1月から 2月であるのだが、その前年度に各研

                                                   
7 横浜市インタビューデータより （2013年 7月 13日）。 
8 経済産業省（2009）「次世代社会システムエネルギー・協議会議事録（第 1回）、2009年 11月 13日」 
<http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/>2016年 5月 13日引用. 
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究会で CO2 削減が今後の重要な課題であることが示されている。こうした研究会での意
思表示後に実証事業の公募が行われ、その内容が再生可能エネルギーの活用であり、且つ

政府の補助金が投入されたことから「次世代エネルギー社会システム実証事業」は、政府

が方向性を提示したと言えよう。 
YSCP の担当者にインタビューした際も、最初は、市独自で CO2 削減に関するプロジ
ェクトに取り組んでいたが、政府の指針と公募があるのを知り、元々、CO2削減関連のプ
ロジェクトに参画していた企業や市が様々な企業に声掛けをし、YSCPに参加したとして
いる9。ここからも、政府の指針発表が企業の動きに影響を与えた可能性が高いことが伺え

る。 
ただ、いくら政府や地方自治体が指針を提示し、補助金を与え、参画を呼び掛けたとし

ても 29もの企業や大学、団体が CEMSと他のシステムの開発、連結を行うことは容易で
はなかったはずである。何が複数の異なる利害関係間の異なる知識の調整を可能にしたの

か。また、産学官連携への参画に対し、各企業、団体内でどのように正当性が得られたの

だろうか。 
こうした疑問に対し東芝のプロジェクト・マネージャは、Open ADR2.0 という（米国
が開発した）国際標準が一つの鍵であったことを話している10。また、表 2 に記載がある
YSCP内の各 WGが開発するシステムが CEMSとつながるような設計になっており、そ
のために事前に経済産業省と各企業との間でインターフェースに関する話し合いがあった

ことも述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
9 YSCPプロジェクト・マネージャインタビューより（2016年 4月 11日 実施）。 
10 YSCP プロジェクト・マネージャへインタビューより（2016年 4月 11日 実施）。 
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表 2	 YSCPの実証事業の内容と成果 
WG名 成果 

CEMS  
・電力消費量削減、家庭最大 15.2％、ビル 22.8％ 

・蓄電池 SCADAシステム開発と蓄電池システムの開発 

HEMS 

・電力削減 14.2％、太陽光自家消費率 75％、節電要請での電力削減 14.5％、 
冬 7.6％（すべて平均） 

・見える化、Demand Response、創蓄最適化機能の開発 
・集合住宅（マンション）のエネルギーマネジメントシステム開発 
・見える化サイトの作成、警備・割引、清掃、物販等のサービスと連携 

BEMS 

・PTR（ピークタイム・リベート；電力需要のピークの時間をさけるとポイン
トをもらえる実証実験）方式、最大ピークカット 22％削減 

・室内環境制御技術の構築 
・大型商用施設向け BEMS開発 
・ハイブリッド蓄電システム開発 

・テナント参加型デマンドレスポンスシステム構築 

FEMS ・CGS（コージェネレーションシステム）とレドックスフロー蓄電池（RF蓄
電システム）の統合最適計画、制御 

EV ・充放電 EVシステムを使った太陽光発電自家消費率 25％削減 
・通常の急速充電と同等時間で二台同時充電可能 

出所：横浜市(2015)「横浜スマートシティプロジェクトYSCP最終成果まとめ（概要編）」
より筆者が紙面上技術成果の一部のみを抜粋. 

<http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/yscp/image/siryou3.pdf>2017年 5月 13日引
用. 

 
各企業や大学は、製品やシステムをモジュールで開発し、その後、Open ADR2.0 の標
準団体に出向き、自らのシステムが CEMS とつながるかどうかを確認すれば、どのよう
な開発の方法を取っても問題はなかったという。つまり、個別のシステムそのものはブラ

ック・ボックス化していたため、開発期間中の技術調整の頻度や複雑性は高くなかったと

される11。ただ、そうであるならば、WG間の会議は必要なかったはずである。 
こうした質問に対し、YSCPのプロジェクト・マネージャである東芝の担当者は、YSCP
開始初期は、月一回の定例会以外にも技術が安定するまで別途会議が設けられ、議論が続

いていたことを明らかにしている12。これは、政府が推奨した標準インターフェースによ

ってシステム間の調整がスムーズに進んだが、それでも企業間でシステム技術が安定する

まで情報共有や調整が必要であったことを示している。こうした情報共有や技術開発のプ

ロセスは、実証事業開始前に作成したマスタープランに沿ったものではあるが、経済産業

省のアドバイスの元、事後的に各企業の知識や実現可能性を考慮し修正された。こうした

内容をまとめると、技術開発の方向性に対する政府の指針表明、業界動向に関する情報の

獲得可能性、自社の技術知識の活用可能性、インターフェースの標準化による調整コスト

の削減可能性が、社内の正当性確保に影響し、且つ、産学官連携による技術イノベーショ

ンを進めたのではないかと推測できる。だが、その後の事業化はどのように進んだのだろ

                                                   
11 YSCPのプロジェクト・マネージャへのインタビューより（2016月 4月 11日 実施）。 
12 YSCPのプロジェクト・マネージャへのインタビューより（2016月 4月 11日 実施）。 
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うか。 
表 3は個別の研究会に参画した各主体がスマートグリッドや省エネルギー関連製品、シ
ステムの研究に挑み、事業化を模索していたことを示している。 
 

表 3	 次世代エネルギー社会システム協議会関連研究会の概要 
研究会名 活動内容 

低炭素電力供給 
システム研究会 

・ネットワークの構築に向けたロードマップの策定、技術的課題、コストの検討、政府と

しての支援の在り方検討 
・大量の太陽光発電導入の在り方の検討 

蓄電池システム産業

戦略研究会 

・国際競争力を使った蓄電池システム産業の実現に向けて、蓄電池メーカーと参加者を集

め検討中 

・国内の動向が不透明で、蓄電池と密接に関係する新エネルギーの普及の動向も見えず、

安全性、耐久性、市場形成のための規格化、標準化の市場ルールの設定、国際化の検討 

低炭素化社会のガス

事業の在り方につい

て 

①分散型エネルギーシステムの展開（分散型ガスコージェネレーション） 
②天然ガスの高度利用 

③再生可能エネルギーの導入（事業者を含め） 
④パイプライン等基盤インフラの整備 

⑤スマートグリッドという電力のインテリジェント化 
・ICTをうまく利用したスマートハウス、スマートコミュニティ、最終的にはスマートシ

ティという構想 

次世代エネルギー 
システムに係る国際

標準化に関する研究

会 

・国際標準化の戦略を中心としたロードマップの作成が最終的な目標 

・国際事業展開を考慮しどういうアクションを取るべきかを議論しているが、非常に技術

分野ごとに細かい議論になっておりかなり階層的な準備が必要であり、対応を進めている 

・スマートグリッドの概念を導入すべきか否かという課題に対する直接的な検討は行わな

い。 

ZEB(Zero Energy 
Building) 

・ZEBの定義というのは、世界各国で共通のものがあるわけではないが、建物の消費エネ
ルギー、すなわち負荷を減らすこと。建物に太陽光発電等のエネルギーを作るシステムも

備えて、1年間のトータルでもって使うエネルギーと作るエネルギーのバランスを取って
ゼロにする、という考え方。 

・ZEH、ハウスの方は十数年前ぐらいから考えがあって、既に販売している住宅メーカー
等もあるが、ビルになると敷地面積当たりの床面積が何階にもなり増え、敷地あたりの消

費量も増えるので難しい。 

自動車戦略研究会 
・自動車業界は従来から省エネルギー、つまり、石油の使用を削減し CO2の削減する、と
いう課題と国際競争力を維持するという二つの課題に取り組んでいる。電気自動車の時代

が来た際に ready to goの状態にしておくということで研究会を開いている。 

スマートコミュニテ

ィ関連システムフォ

ーラム 

・日本の IT関連を中心としたその他関連の幅広い複数数の分野の企業が集められ、民間主
導で議論を進める場として「スマートコミュニティ関連システムフォーラム」を設けた。

経産省が事務局を務める。具体的には、IT、通信、自動車、電池、エネルギー（電力、ガ
スも含む）。 

・テーマはスマートグリッドのあるべき姿の共有からスマートコミュニティ関連のシステ

ム、情報制御のシステム、全体のシステムアーキテクチャの検討、それを実現するための

ルール、フォーマット、インターフェースなどの環境整備、海外展開のための方策。 
出所：経済産業省（2009）「次世代社会システムエネルギー・協議会議事録（第 1回）2009
年 11月 13日」＜http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/＞2016年 5月 13
日引用. 
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ここで注目すべきことは、経済産業省傘下の各研究会の中で、ZEB以外の研究会は、事
業化について触れていない、ということである。 
ここからも分かることは、実証が終わる 2015 年まで、太陽光発電や燃料電池車、自動
車に搭載する蓄電池以外のシステムは開発中であり、市場が立ちあがっていない状況であ

ったことである。それは表 3からも明らかである。表 3の ZEBの爛で述べているように、
住宅システム（HEMS）は十数年前からエネルギーの削減、という発想があったが（その
ため、Open ADR2.0は特に HEMSにおいて活用されている）、他の製品市場にはそうい
った発想がなかったように推測できる13。 

 
4.2.3	  YSCPの成果と事業化 

産学官連携を通した技術イノベーションを成し遂げたとしても、その成果が事業化に結

びつかなければ産学官連携は、実証事業に終わる。 
そのため、政府も企業もその成果を活用しようと様々な努力をしている。例えば、経済

産業省は、スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会普及促進タスクフォース主旨説明

会議を142016年 10月以降 5回以上開催し、HEMS、EV、スマートメーター間の連結技術
に関する標準化（ECHONET Lite と称する）について関連する企業、一般社団法人、経
済産業省が議論できる場を提供している。 
次世代社会システム実証事業で取り扱った製品の中で上記の標準を採用し、国内におい

て普及している製品（2015年 6月基準）15を表 4から探すと、八つあり、それらはそれぞ
れスマートメーター、蓄電池、太陽光パネル、燃料電池、ガス・石油給油器、エアコン、

照明、EV用充電器である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
13 YSCPプロジェクト・マネージャインタビューより（2016年 4月 11日実施）。 
14 経済産業省（2017） 
＜http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/fukyu_sokushin/pdf/001_01_00.pdf＞2018年 3
月 27日参照。 
15 経済産業省（2015）「ECHONET Liteの国内普及状況（平成 27年 6月現在）」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	
＜http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/007_s02_00.pdf＞2018年 3月
27日参照。 
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表 4	 ECHONET Lite16対応重点 8機器の普及状況17 
重点機器 普及状況 

スマートメーター 2015年及び 2016年に約 1,116台を導入予定。2024年までに全需要家（低圧約 7,750
万台）に導入予定 

蓄電池 2014年度補正「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」へ申請のあっ
た機器の約 70％が対応 

太陽光パネル 複数の大手メーカーでは、2015年から全機種に対応 
燃料電池 2015年 4月以降、都市ガス用機種の半数以上が対応 

ガス・石油給油器 2015年 4月以降、都市ガス用暖房機能給油器の半数以上が対応 
エアコン 2014年 4月時点で発売機器の 3～4割が対応 
照明 2014年以降市場投入開始（複数の大手企業で、既に 30機種以上をラインナップ） 

EV用 
充電器 

2014年以降、市場投入開始（ある大手企業では既に 4機種以上をラインナップ） 

 
表 4の製品の普及が次世代社会システム実証事業によってダイレクトに進んだわけでは
ないが、エアコン以外の製品は実証の最終年度（2015年 3月末日終了）、もしくは、実証
終了後、普及が進んでいることから、実証事業と経済産業省を中心とした標準規格の会議

が製品の普及に影響している可能性が高いことも示唆される。 
 
5．結論  

目的が異なる複数のプレーヤが産学官連携を通して共に技術イノベーションを推進する

ことが可能であった要因とその事業化に影響した要因を明らかにするのが本研究の目的で

あった。そのために用いたのは、産学官連携の形態をとっていた「次世代エネルギー社会

システム実証事業」の事例である。 
事例分析の結果、政府（経済産業省）の技術開発に対する方向性の提示と各社の技術知

識の活用可能性、インターフェースの標準化による調整コストの削減可能性が、社内の正

当性確保に影響し、産学官連携による技術イノベーションを進めたのではないかと推測で

きた。加えて推進協会の構築と地方自治体の協力が、目的の異なる主体間で技術イノベー

ションを推進させた可能性が高いことが明らかとなった。 
こうした技術イノベーションのための組織設計やシステム設計に企業や大学のみならず

政府が関わったことが、産学官連携を通した技術イノベーションを推進させた可能性が高

い。ここから分かることは、技術イノベーションの実現における政府方針の重要性である。

技術的な優位性や経済的優位性も重要であるが、政府というパワーのある主体の方針や行

動が企業の資源動因（参画）を可能にし、目的の異なる企業間の調整を可能にする点であ

る。 
さらに、各研究会の活動目標を省エネルギー、再生可能エネルギーの活用という側面で

                                                   
16 HEMSを中心とした家庭内機器の通信規格である。 
17 経済産業省（2015）「ECHONET Liteの国内普及状況（平成 27年 6月現在）」 
＜http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/smart_house/pdf/007_s02_00.pdf＞2018年 3月
27日参照。 
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統一し、事前にシステムのモジュール設計を示し、インターフェースの標準化を行ったこ

とが、事業化においても影響を与えたと考えられる。各企業は、自らの製品やシステムを

モジュールで開発し、標準団体へ出向き、標準に沿ったシステムとなっているかをチェッ

クするだけで、他社のシステムと連結可能であった。これは、目的が異なる主体間の調整

を最小限に抑えただけでなく、知識が特定領域に限定されていても技術イノベーションに

参画可能であることを示唆した行為であった。さらに、国際標準のインターフェースを用

いたことから、参画企業や団体は海外での事業展開も視野に入れることができた。事業化

を通した規模の経済や便宜性、さらには経済産業省の主催する会議を通した情報収集の可

能性が、産学官連携を通して技術イノベーションの推進に影響していた可能性は高い。 
 
6．貢献 

これまで技術イノベーションの推進を述べた既存研究は（例えば、Pinch and Bijker, 
1987；朱・武石・米倉, 2007）は、利害関係者の技術に対する解釈と社内における正当性
の確保（武石・青島・軽部（2012）が新たな技術イノベーションを推進することを述べた。
これに対し、本研究は、政府の指針や行動に関する利害関係者の解釈や自社知識の活用の

可能性が、目的の異なる主体間の技術イノベーション推進を高める可能性があること事を

明らかにした。さらに、事業化の段階においては、国際標準のインターフェースであるこ

とによる調整コストの削減可能性、さらに他社の同事業への参加可能性や国際展開の可能

性が影響することも推測できた。 
こうした分析結果が既存研究と異なる点は、複数の主体に対し経済産業省が事前に技術

イノベーションの方向性と指針を示していた、という点である。Pinch and Bijker（1987）
や朱・武石・米倉 （2007）が想定した社会構成員はそれぞれ目的が異なっており、それ
ぞれの解釈がぶつかる中で、ある方向へ技術イノベーションが導かれることを示している。

だが、本研究は各社会構成員が、事前に（研究会を通して）どのような技術でもって何を

実現するかをある程度理解、合意した上で技術イノベーションが進んでいる点で既存研究

と異なる。ただ、それぞれの研究会ごとに実現したいことは異なっており、それを自治体

が利害関係者間を仲介、調整することで技術イノベーションを推し進めた可能性もあるの

で、そのプロセスまでを解き明かしたとは言えない。 
また、次世代エネルギー社会システムが公共性の高い事業であり、さらに資金の 2/3 を
経済産業省からの補助金にたよっているからこのような形になっており、だからそこ見ら

れる現象である可能性もある。だが、複数の目的の異なる主体が技術イノベーションの推

進する上で政府の指針が重要な役割を果たしていることは確かである。 
さらに、事前に国際標準規格を採用することで、各システムの開発担当企業や大学がモ

ジュール的に技術開発を行い、実証事業後にも単独で事業の展開ができるようにした点も

技術イノベーションと市場形成を可能にした一つの要因である可能性は高い。 
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ただ、本研究は、YSCPのみを対象として分析している点で限界がある。そのため、今
後はより分析対象を増やし、妥当性を高めるようにすることが課題となる。 
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【原著論文】 

戦略管理のためのインタンジブルズの構築	

Development of Intangibles for Strategy Management 
 

専修大学大学院商学研究科博士後期課程	 梅田	 充 
Doctoral Course、 Graduate School of commerce、Senshu	 University 

Shu Umeda 
 
＜Abstract＞ 

The purpose of this paper is discusses development of intangibles for strategy 
management with case study. As a result of case study, we find three issues in case. 
First issue is a lack of relationship among strategy objectives. Second issue is a lack of 
tools for managing new product development. Third issue is a lack of relationship 
between corporate strategy and business strategy. Then we propose following to 
develop the cause and effect relationship among strategic objectives, to devise a table 
for making performance level, and to align between corporate strategy and business 
strategy. 
 
1．はじめに 

多くの製品がコモディティ化した昨今では、製品を製造、販売するだけでなく、製品に

何かしらのサービスを加える製品のサービス化へと製造業の業態が変化している。同様に、

モノからサービスへとビジネスが変化し、サービス業が増加している。このような経済環

境の変化に伴い、企業の競争優位の源泉が設備や機械といった有形資産からブランド、従

業員のスキル、情報システムといったインタンジブルズ(intangibles)へと変化した。 
価値創造のためには、インタンジブルズを認識し、戦略と関わらせることが必要となる。

戦略は、策定するだけでなく実行しなければ絵に描いた餅になってしまう。Kaplan and 
Norton(2001、p.1)によれば、多くの戦略の失敗の原因は、戦略そのものの間違いではな
く、うまく実行できなかったことにあるという。戦略をうまく実行するためには、戦略を

適切に管理しなければならない。戦略実行にあたり、競争環境の激しい市場においては、

環境変化によって戦略の前提が崩れることがある。このような場合には、適宜、環境変化

に応じて既存の戦略を修正したり、新たに戦略を策定する必要がある。また、意図された

戦略を実行する過程で、現場から戦略が創発される場合がある。 
Kaplan and Norton(2004)が提唱した BSC(balanced scorecard:バランスト・スコアカ

ード)は、インタンジブルズ・マネジメントを通じた戦略の策定と実行を可能にする。また、
――――――――――――― 
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ダブルループ学習の中で BSCを通じた戦略修正が提案されている(Kaplan and Norton、
2001)。そして、伊藤(2014)は、戦略策定、戦略実行、戦略修正を体系づけた統合型マネジ
メント・システムを提案している。このように、戦略とインタンジブルズの先行研究によ

って、理論化は行われている。しかし、実際に企業で、戦略とインタンジブルズを関わら

せて、どのように戦略策定、戦略実行、戦略修正が行われているのか、また実務的な課題

は何かについては明らかにされていない。	  
そこで、本稿の目的は、戦略管理におけるインタンジブルズの役割を明らかにすること

である。企業が構築すべきインタンジブルズは戦略によって異なる。また、戦略は企業に

よっても様々である。つまり、特定の企業を対象としたケーススタディを行うことで、戦

略とインタンジブルズの関係を観察できると考えられる。したがって、本稿ではケースス

タディを採用する。第 2節では、戦略策定と戦略管理に関する先行研究から戦略管理とは
何かを明らかにする。第 3節では、戦略管理とインタンジブルズを結び付けた先行研究を
整理する。第 4節では、リサーチサイトの概要と戦略管理について述べる。第 5節では、
事例の考察を行う。最後に本稿の発見事項を述べる。 
 
2．戦略策定から戦略管理へ 

戦略論では、戦略をいかに策定するかに焦点が当てられてきた（Ansoff、1965；Andrews、
1965；Porter、1985；Prahalad and Hamel、1990；Barney、2002）。従来、管理会計で
は、一度策定された戦略を所与のものとして議論されてきた。例えば、Anthony(1965)は、
マネジメント・システムを戦略的計画、マネジメント・コントール、オペレーショナル・

コントロールに分類している。戦略的計画の典型的なものとしては、設備投資計画があげ

られる。戦略的計画は、戦略を所与とし、ミドル以下の階層は、戦略策定に関与しないと

いう特徴がある。現在に比べて、競争環境が激しくない 1960年代では、伝統的なマネジ
メントコントロール・システムが機能していた。 

しかし、競争環境が激しい場合、戦略を実行していく過程で、環境に適合し戦略を修正

する必要がある。このような戦略修正について、Kaplan and Norton(2001、pp.274-276)
は、Argyris and Schön(1978)のダブルループ学習を援用して、戦略を所与のものとせず修
正まで行う重要性を指摘している。 
通常、戦略を策定し実行するには、予算に落とし込みが行われ、シングルループ学習が

行われる。シングルループ学習は、前提条件を変更せずに行動や矛盾を修正することであ

る。シングルループ学習の代表的なものは、予算管理である。予算管理とは、業務活動の

予算を編成し、業務活動の結果をチェックし予算修正を行うといった予算の PDCAを回す
ことである。シングルループ学習は、戦略を所与のものとしているので、戦略を進捗や成

否を管理することはできない。競争環境の変化が激しい昨今において、当初策定した戦略

が競争環境に適合しなくなることがある。常に変化する環境に対応し戦略を実行するため
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には、戦略管理が必要となる。 戦略管理とは、戦略を策定(plan)し、実行(do)し、結果を
モニター(check)し、戦略修正(action)する戦略の PDCAを回すことである。 
 Kaplan and Norton(2001、p.245)は、ダブルループ学習に BSCを組み込んだ戦略管理
を提案している(図 3参照)。このダブルループ学習では、戦略を BSCに落とし、業務管理
ループと戦略管理ループをつなげ、戦略管理が行われる。つまり、BSCを通じて戦略の実
現度合いをチェックし、仮説の検証をし、必要があれば戦略の修正が実施される。  
 

 

図 1	 ダブルループ学習 

出所：Kaplan and Norton(2001、p.275) 
 
	 Ittner and Larcker (2005)は、仮説の検証の重要性を主張する。彼らは、戦略に関わる
財務指標、非財務指標を戦略的データと呼び、この戦略的データを用いて、多元的な視点

から評価し、現状と目標にギャップがあればアクションをとることを明らかにした。Ittner 
and Larcker (2005)によれば、多くの企業は多元的な指標を戦略と結びつけて管理しよう
としている。しかし、指標の選択を経営者の直感に頼ったり、指標間の因果関係が不明確

なまま管理していることが多い。彼らの調査によれば、実際に、バリュー・ドライバーと

業績との因果関係を仮説として構築している企業は、調査対象企業の内 30％以下しかない。
また、バリュー・ドライバーと財務業績との因果関係を検証している企業は、21％でしか
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なかった。 
 彼らは、60社以上に及ぶ大規模なフィールド調査1を通じて、彼らは、戦略実行の結果

を検証し戦略修正を行うべきであると結論付けた。また、戦略の検証にあたっては、財務

指標と非財務指標を合わせた多元的な指標を用いて測定・分析を行うことの重要性につい

ても指摘している。 
	 以上のように、戦略を所与とすると学習が生まれない(Mintzberg et al.、1998p.33)が、
環境変化に合わせて戦略を修正することで、戦略を実現することができる。管理会計では、

Anthony(1965)に代表される伝統的なマネジメント・コントロールにみられるように、戦
略を所与としていたのに対して、Kaplan and Norton(2001)のダブルループ学習でみられ
るように、戦略の修正も行う戦略管理へと変化している。 
 
3．BSCに基づく戦略管理 

 
本節では、インタンジブルズ・マネジメントに基づく戦略管理に関する先行研究をレビ

ューする。BSCによる戦略の策定と実行、インタンジブルズの構築を明らかにした Kaplan 
and Norton(2004)と戦略の PDCAサイクルを提案した伊藤(2014)の統合型マネジメン
ト・システムをレビューする。 
 
3.1	 戦略の策定と実行のための BSC 

	 BSCは、戦略の策定と実行のマネジメント・システムである(櫻井、2008)。BSCとは、
戦略を可視化する戦略マップと戦略の進捗度を測定し管理するスコアカードからなる。 
まず、戦略マップについて説明する。戦略マップは、財務の視点、顧客の視点、内部ビ

ジネスプロセスの視点、学習と成長の視点という 4つの視点で戦略目標を記述する。そし
て、戦略を達成するための戦略目標が各視点に記述され矢印の因果関係で結ばれる。戦略

マップを構築するにあたっては、数は少なくとも重要な戦略目標を 4つの視点にバランス
よく設定する必要がある。特に重要なのは、戦略テーマとインタンジブルズの考慮である。

                                                   
1	 Ittner and Larcker (2005)の行った調査の一例を紹介する。対象となったコンピュータ製造企業では、

顧客満足度を高めると既存顧客は潜在顧客に対して自社製品を推薦するようになり、結果として業績が向

上すると考えていた。そこで、顧客満足度を 5点満点にするという業績目標が設定されていた。分析の結

果、顧客満足度が高くても、潜在顧客の推薦につながらないことが明らかになった。むしろ、１点や 2

点といった顧客満足度の低い顧客が潜在顧客に対して購入を避けさせるように忠告し、結果として業績に

負の影響を及ぼすことが分かった。つまり、顧客満足度を高めるのではなく顧客不満足度をなくすように

目標を修正する必要があることがわかった。 
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この点について検討する。  
第１の考慮事項は戦略テーマである。戦略テーマとは、顧客へ価値を提案し価値創造す

るための戦略のタイプであり、Kaplan and Norton(2004、p.43)は、卓越した業務、顧客
関係性重視、製品リーダーシップ、規制と社会の 4タイプに分類した。そして、バランス
のとれた戦略テーマを設定する必要がある (Kaplan and Norton、2004、p.80)。 
卓越した業務は、業務管理プロセスを改善し、原価低減、納期短縮や品質向上に焦点を

当てる。顧客関係性重視は、顧客の獲得・維持といった顧客との関係性に焦点を当てる。

製品リーダーシップは、新製品開発や技術連携によって、最先端企業を目指すことに焦点

を当てる。規制と社会は、訴訟を避けたり、地域社会からのイメージを高めることに焦点

を当てる。 
第 2の考慮事項は、学習と成長の視点でどのようなインタンジブルズを記述するかであ

る。学習と成長の視点の視点は、持続可能な価値創造の究極的源泉であるインタンジブル

ズ(Kaplan and Norton、2004、p.245)の役割を示す。したがって、企業が所有するすべて
のインタンジブルズを記述するのではなく、戦略にとって必要なインタンジブルズを記述

する。Kaplan and Norton(2004)は、インタンジブルズを人的資産、情報資産、組織資産
の 3つに分類している。人的資産は、戦略を支援するのに必要なスキル、能力、ノウハウ
の利用可能性のことである(Kaplan and Norton、2004、p.83)。情報資産は、戦略を支援
するのに必要な情報システム、ネットワークおよびインフラの利用可能性のことである

(Kaplan and Norton、2004、p.83)。組織資産は、戦略を実行するのに必要な変革のプロ
セスを活用し維持する企業の能力のことである(Kaplan and Norton、2004、p.83)。 
次に、戦略マップとスコアカードの関係性を説明する。まず、戦略テーマにしたがって

戦略目標を設定し、戦略目標を因果関係で示した戦略マップを構築する。そして、戦略目

標を基にしてスコアカードを構築する。スコアカードは、戦略の進捗度を測るために、戦

略目標を指標化した尺度とその目標値を記述するものである。さらに、目標値と現状値の

ギャップを埋める戦略的実施項目を設定する。実施項目に予算を割り当てなければ日常的

なアクションプランしか実施できない。予算を割り当てることで、戦略的に重要な実施項

目を実行できる。 
学習と成長の視点に記述されるインタンジブルズは、無形という性質ゆえ測定が難しい。

そこで、「測定しなければ管理できない」と言われるように、いかにインタンジブルズを測

定してスコアカードに落とし込むかが問題となる。Kaplan and Norton（2004）は、イン
タンジブルズの測定方法としレディネス評価を提案した。レディネスとは、現状でインタ

ンジブルズがどの程度構築されているかという準備度合いのことである(Kaplan and 
Norton、2004、p.285)。 
ここで、サウスウエスト航空のケースを用いて戦略マップとスコアカードの関係を具体

的に説明する（図 2参照）。サウスウエスト航空は、LCC(Low Cost Carrier)であり、地上
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での迅速な折り返しによって、便数を増やしたり、無駄な機体を削減することで、顧客に

低価格なサービスの提供を目指していた。そのために、戦略テーマを卓越した業務に設定

した。サウスウエスト航空は、迅速な折り返しのために、戦略的な業務を行う従業員の必

要なスキル開発を戦略目標とした。そして、スコアカードでは、この戦略目標を戦略業務

のレディネスで測定し、１年目 70％、2年目 90％、3年目 100％という目標値が設定され
た。この目標値を達成するための実施項目として、地上係員の訓練とその予算を割り付け

た。 
 

図 2	 BSCの構成要素 

出所：Kaplan and Norton(2001、p.53)	 ※原文は、Balanced Scorecard 
 
以上のように、BSCは、戦略という抽象的な概念を戦略目標、尺度、目標値と実績値、

アクションプランと具体的な方策まで落とし込むことができる。また、測定が困難なイン

タンジブルズをアクションプランまで落とし込むためには、レディネス評価が有用である。

レディネス評価を用いることで、インタンジブルズのマネジメントが可能になる。 
 
3.2	 統合型マネジメント・システム 

	 Kaplan and Norton(2004)は、BSCによる戦略の策定と実行を提案した。Ittner and 
Larcker (2005)は、戦略修正のための戦略の検証の重要性を明らかにした。伊藤(2014)は、
これらを体系づけ、BSCに基づいた戦略の策定と実行及び戦略修正と検証といった戦略の
PDCAを回す統合型マネジメント・システムを提案した(図 3参照)。  
第 1の企業戦略の策定では、企業戦略として企業価値の創造を検討する段階である。こ
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こでは、価値創造のために、事業部間のシナジーを図ったり、事業ポートフォリオを組ん

だりする。また、内部の従業員に戦略を可視化して、インタンジブルズを共同で構築する

ことも必要である(伊藤、2014、p.3)。 
第 2の事業戦略の策定では、事業戦略を策定し、BSCを構築する段階である。事業戦略

を戦略目標に落とし込むことで、戦略実行のための具体的な目標を明らかにする。また、

このステップでは、いかにインタンジブルズをマネジメントするかに焦点を当てる。 
第 3の業務計画は、戦略を業務計画へとカスケードする段階である。第 4段階で実際に

戦略と業務の実行が行われる。第 5段階の戦略と業務の適応では、戦略が計画通り実行さ
れているか、環境変化によって戦略の前提に変化がないかなど戦略を検証する段階である。

環境の変化によって意図した戦略が環境と適合しなくなった場合には、戦略の一部を修正

したり、一から戦略を策定したりする。  
 

 
図 3	 統合型マネジメント・システム 

出所：伊藤(2014、p.2) 
 

	 以上のように、インタンジブルズを戦略と結びつけて戦略を管理することができる。そ

れでは、統合型マネジメント・システムを企業に適用する際に、戦略管理におけるインタ

ンジブルズ・マネジメントの役割にはどのようなものがあるか。次節以降では、ケースス

タディを通じて戦略管理におけるインタンジブルズの役割を明らかにする。 
 
4．ケーススタディ：半導体関連機器メーカーA社 

	 本節では、先行研究に基づいて、戦略管理におけるインタンジブルズの役割を明らかに

するために、A社のケースを取り上げる。A社は、事業戦略が明確なこと、戦略実現のた
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めにインタンジブルズ・マネジメントを行っていることから本稿の目的と適したリサーチ

サイトであると考えられる。 
まず、リサーチサイトである A社の概要についてまとめる。次に、インタビュー調査の

結果に基づいて、A社の戦略と構築したインタンジブルズについて述べる。なお、調査は
事前に質問票を送付し、半構造化インタビューを行った。インタビュイーは、A社取締役
事業部長である。インタビュー調査は、2017年 4月 21日 15時 00分から 16時 30分の
90分、2017年 9月１日 14時 15分から 15時 45分の 90分、計 180分間行った。 
 
4.1	 リサーチサイトの概要 

	 A社は、製造業界に属する東証一部上場企業である。創業当初は、半導体真空管を製造
していた。その後、半導体の普及に伴って、現在では半導体検査用ソケット・コネクタ、

フレキシブルプリント配線板、光通信機器の設計、製造から販売を行っている。平成 28
年度の売上高は 265億円、経常利益は 25億円、従業員数 472人である。A社は、アジア、
アメリカ、ヨーロッパに関連会社を有するグローバル企業である。 
	 A社の組織図は、半導体検査工程で用いられる検査用ソケットを扱うテストソリューシ
ョン事業部(TS事業部)、民生機器や産業機器のコネクタを扱うコネクタソリューション事
業部(CS事業部)、コネクタソリューション事業部に属するフレキシブルプリント配線板を
扱うコネクタ事業部(CN事業部)の 3つの事業部を有している(図 4参照)。3つの事業部の
他には、管理本部と生産本部という機能本部がある。 
 

 

* CS事業部の中に CS事業部と CN事業部がある。 
図 4	 A社の組織図 

出所：筆者作成 
 
本調査対象は、A社の TS事業部である。TS事業部の売上高は 120億円、セグメント利

益は 19億円であり、A社利益の約 75％を稼ぐ主力事業である。TS事業部の主力製品であ
る半導体検査ソケットのマーケットシェアは約 40％であり、世界のトップシェアである。
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この半導体検査ソケットは、半導体製造工程の最後の検査工程のバーンイン試験2で用いら

れる製品である（図 5参照）。 

図 5	 半導体製造工程 
出所：筆者作成 

 
一時期、半導体の価格が下落したことからバーンイン試験を行わない企業が増え、需要

が下がり業績が悪化した。しかし、近年では、自動運転車や医療機器に半導体が搭載され、

半導体検査ソケットの需要が伸びている。自動車の自動運転や医療機器に組み込まれる半

導体が誤作動を起こしてしまえば、顧客や患者の生命を危険にさらすことになる。また、

自動車などに組み込まれる半導体は自動車の性質上、厳しい環境化で稼働することになる。

このため、半導体の信頼性や品質を保証するバーンイン工程は今後さらに重要性が高まる

と期待される。 
 
4.2	 リサーチサイトの戦略 

	 A社のミッションは、「人・企業・社会・地球とのより良い結びつきを柔軟な技術力と発
想力をもって意欲的に創造し、お客様の価値の貢献」をすることである。A社は、BtoB
企業であり、顧客ニーズの充足を第一に考えている。また、成長戦略として 2つの戦略を
掲げている。第 1は、技術革新の激しい A社において、技術力強化によって顧客満足度の
向上を目指すという「技術の強化を図り、グローバルニッチトップ製品を創出する」であ

る。第 2は、主力製品へ資源を集中させるために、業務効率の改善や不採算事業の整理を
目指すという「グローバル管理体制を強化し、モノづくりの効率化を図る」である。前者

は顧客関係性重視、後者は卓越した業務という戦略テーマに置き換えることができる。企

業戦略の 2つの戦略テーマは、TS事業部、CS事業部、CN事業部、生産本部に落とし込
まなければならない。 
	 TS事業部の事業戦略は、「グローバル連携強化による顧客サービス向上」、「お客様ニー
ズに応えられる新技術開発による販売拡大」、「新市場・新規顧客開拓による販売拡大」で

ある。TS事業部は、顧客ニーズを充足することが優先課題である。また、事業境界を明
確にするために、やみくもに注文を受けるのではなく、戦略に適合したターゲット顧客と

の関係性を重視している。 
                                                   
2	 バーンイン試験とは、製品の信頼性保証のために、高温・高電圧の条件で製品を稼働させ不良品を取
り除くための試験である。 
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(事業の特性上)うちはこうだといってもこうやってと言われれば応えなきゃい

けない。 

お客様がどのような方向に向かっていくのかは調べればわかるので、お客様と

対話するところは戦略と一貫しています。狙っていないお客様と対話することは

決してないです。 

※全て事業部長の発言である。なお、括弧内は筆者加筆。以下同様である。 
 

TS事業部は、顧客の動向に注意し、ターゲット顧客と対話し、提案をすることで顧客
との関係性を強めようとしている。これらを戦略テーマに置き換えると顧客関係性重視と

言えよう。これだけではない。TS事業部では、従来の延長線上の新製品開発によって、
市場シェアを守る一方で、これまで市場に無い革新型新製品開発によって、市場を創造す

る重要性も認識している。ここに、イノベーションの必要性を見出すことができる。 
 

新規事業というところにつながってくるとすれば、どうしても従来の設計の延

長線上で商品を作っていく傾向が強いです。そうすると新しいところに違うよう

なものを持ってこられると一気に崩されてしまいます。クリステンセンのイノベ

ーションのジレンマというところがあるので、いかに自分たちで自分たちが持っ

ていた市場を崩せるようなもの開発していけるかというのも非常に重要です。 

 
	 イノベーションのための製品リーダーシップという戦略テーマも求めている。要するに、

A社の戦略は、顧客関係性重視と卓越した業務という戦略テーマからなる。ところが TS
事業部の戦略は、顧客関係性重視と製品リーダーシップという戦略テーマを想定している。 
 

どうしても従来の営業から上がってきている情報だけで動かすと、さっき申し

上げたようにうちはそれなりのシェアを持っていますのでお客様の意向を組んで

開発していくと延長線上になってしまいます。そうではなくてある意味お客さん

が望んでいないようなものを出すときがある。それを出していかなければならな

いです。・・・お客様からこの製品の 10%増しのものを出してといわれればそれを

開発するわけですね。でもどっかのメーカーがそれの 5 割増しできたら一気にや

られてしまうので、それをどうお客様の意向を超えて出す必要があります。 

どこまでが延長線上(改良型新製品)でどこからがイノベーション(革新型新製

品)の先かは難しいです。定量的には難しいです。 

 

	 TS事業部は、製品リーダーシップ、つまり革新型新製品の成功には、他社製品の動向
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が鍵となる。また、革新型新製品だと思って市場に投入しても他社がその性能を上回れば、

市場を取られてしまうため、どこからが改良型新製品でどこからが革新型新製品かという

線引きと定量的に示すツールがないという課題がある。 
 
4.3	 リサーチサイトのインタンジブルズと重点課題 

	 インタビューから TS事業部では、新製品開発志向のエマージェント組織(梅田他、2017)
と呼ばれる組織文化、すなわちインタンジブルズが構築されている。また、インタンジブ

ルズ構築のための 7つの重点課題が設定されていた。 
まず、TS 事業部で既に構築されたインタンジブルズのエマージェント組織について述

べる。図 6はエマージェント組織を表したものである。 
 

 
図 6	 エマージェント組織 

出所：梅田他(2017) 
 
エマージェント組織とは、組織図上には表れない組織であり、迅速かつ従業員が自ら組

織を形成することに特徴がある(梅田他、2017)。TS事業部は、顧客から受注があると従業
員が自らその案件に詳しい人材を組織横断的に集め、チームを形成するという組織文化が

醸成されていた。組織文化は、インタンジブルズである組織資産の一つであり、ミッショ

ン、ビジョンおよび中核的価値観を意識させ、内部に浸透させるものである。TS事業部
のエマージェント組織は、A社の顧客ニーズの充足というミッションが浸透した結果とい
える。 
また、エマージェント組織を支援するために、従業員に投資権限が大幅に委譲されてい

た。従業員に投資権限を委譲することで、投資に関わる会議や稟議を通さなくてよくなる

ので、顧客ニーズに迅速に対応することができる。 
 

何かが起こったときに組織横断して集まって問題解決に取り組めるかは非常
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に重要ですね。それが誰かが、この人とこの人とこの人をセレクトして問題に対

処しなさいということはありますけど、そうじゃないときの方がほとんどなので、

自分たちで集まるという文化がないと(うまくいきません：筆者)。この件はこの

人とこの人がやるということですぐに動く組織になっていないと、だれかマネジ

メントが支持してやるというのではスピードがとても間に合わないです。 

ある程度設計が終わると金型の手配をします・・・通常のレベルで数千万の投

資でしたら、ほとんど GO がかかっています。 

 
次に、TS事業部で設定されていた重点課題について述べる。TS事業部では、ブランド

の構築、顧客ニーズの把握、リーダーシップ、パテントの構築、イノベーション、スキル、

データベースの高度化の 7つの重点課題が設定されていた。 
 
(1)	 ブランドの構築 
	 TS事業部では、ブランドが事業活動の根幹にあることを認識しており、ブランドの構
築を重点課題としている。ブランドは、インタンジブルズである。主力製品である半導体

検査機器は、半導体に信頼性を付すために用いられる。特に、近年、TS事業部の半導体
検査機器は、人命に直結する半導体の検査に用いられており、安心・安全といった信頼性

が重要である。 
 

自動車の安全をコントロールしたり、最近ですとそういった高機能のものがで

てくるので、そういう中でブランドは非常に大切で、弊社のソケットを使えば大

丈夫ということは非常にその後のビジネスに大きく影響します。 

 
(2)	 顧客ニーズの把握 
	 顧客満足度を高めるためには、顧客ニーズを把握することが必要である。TS事業部は、
設計段階から顧客と対話を行っている。頻繁な顧客との対話を通じて、顧客ニーズを設計

段階から製品に反映させている。顧客と直接対話をすることもあれば、顧客によっては、

毎週テレビ会議を行い対話する場合もある。 
 

(顧客との対話は)インタラクティブです。お客さんのなかでは毎週のように電

話会議をします。 

 

(3)	 リーダーシップによるアライメントの構築 
組織のアライメントを図るには、リーダーシップが重要となる。リーダーシップは、組

織資産の要素である。TS事業部長は、個々のプロジェクトについて、日常業務まで直接
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介入することはなく、エマージェント組織のリーダーに一任している。TS事業部長は、
組織のアライメントの難しさを認識していた。現状は、個々のエマージェント組織のパテ

ント取得状況と戦略とが適合しているかでアライメントを図ろうとしていた。 
 

 (目標として設定されたパテントは)パテントもただ出せばいいというもので

はないので、我々が行きたい方向にあっているか。戦略としては行きたい方向は

こうと出しますから・・・ただ出せば良いという問題ではない。 

  
(4)	 パテントの取得 
新製品開発型の TS事業部にとって、パテント3の取得は製品の権利を守るうえで重要で

ある。TS事業は、パテントを管理する上で、縦軸を商品カテゴリー、横軸を研究開発に
関する技術のテーマ、尺度、目標値、スケジュールとするガントチャートを作成していた。

このガントチャートによって取り組むべき技術が明らかになるとともに、数値化すること

で実績値と目標値を比較し、研究開発の進捗管理に役立てていた（図 7参照）。 
 

 

 
研究開発テーマ 尺度 目標値 スケジュール 

商
品
吂
吝
吋
呁
呎 

〇〇のパテント 申請件数 ◯件   

△△技術の開発 件数 ◯件   

  ― ―  

  ― ―   

 	 図 7	 パテントマネジメント 

出所：梅田他（2017） 
 

(5)	 イノベーション 

	 製品リーダーシップ（戦略テーマ）を実行するには、いかにイノベーションを起こせるかが

鍵となる。TS事業部では、イノベーションを促進するために、事業推進グループと呼ばれる、

革新的新製品開発を行う組織が設けられている。半導体のライフサイクルは 2～3年と非常に

短いため、開発ライフサイクルをいかに縮めるかが課題となっている。 

	  

(革新型新製品は)うちでは速く出さなければいけないのですが、お客様が最初

ついていないです。そうするとどうしても遅くなってしまいます。お客様がつい

                                                   
3 TS事業部では、特許権の他に実用新案権も取得していることからこれらの総称としてパテントと呼ん
でいる。本論文でもパテントと呼ぶ。 
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ている場合はいつにほしいというのが明確になるので、早いのですが、どうして

もうちの中で作ろうとするといろいろな場所から意見を取り入れるので遅くな

ってしまいます。 

 
(6)	 スキル 
	 新製品開発の成功は、人的資産である従業員のスキルにも大きく左右される。TS事業
部では、パテント取得、イノベーションの創造に加えて、顧客ニーズ充足のためにも従業

員のスキルアップを図っている。 
 

技術力は積み重ねていかなければなくなってしまうものなので、それがある程

度お客様に応えられるだけの積み重ねがある程度できているとは思います。 
 
	 スキルアップのために、外部委託の従業員教育だけでなく、自主的な勉強会が開かれて

いる。この勉強会は、従業員が中心となって、個別に他の従業員に教えてもらいたい時や

今後、会社全体で核となるスキルを共有する時などに開催される。その際、スキルに一番

詳しい従業員が講師となる。 
また、スキルの面以外にも、顧客ニーズに迅速に対応するために、ノウハウとして機動

力が求められる。OJTによる学習を通じてノウハウを共有している。 
 

周りの人がやっていることをみて、まねるというか、そうするとあの辺のこと

はこの人に聞けばいい。 

 
(7)	 データベースの高度化 
	 顧客情報と技術情報を管理するためのデータベースが構築されている。データベースと

いった情報インフラは、インタンジブルズである情報資産の重要な要素である。顧客情報

は、顧客の嗜好や行動を把握し、顧客ニーズの充足に有用である。また、技術情報は、自

社の技術を整理するとともに製品設計・開発において不可欠の要素である。TS事業部は、
顧客に関する情報資産と自社技術に関する情報システムを構築している。製品の性能、価

格、納期に関する情報が各地から集められ、クラウドを用いて共有される。こうした情報

をもとに、どこで設計、製造するのかを決定し、リードタイムの短縮に役立てている。さ

らに、海外の拠点同士が競合するカニバリズムが起きてグループ全体の利益を損ねないた

めにも、情報収集と情報共有は重要であるという。 
顧客情報は、本社が中心となって構築している。市販のクラウド・ソフトを使っており、

海外拠点は海外現地の言語で情報を閲覧することができるようになっている。情報は、自

社が有する技術、失敗も含めた過去の経験が蓄積される。さらに、最近では、営業活動に
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関する情報、具体的には契約が取れなかった事例などの経験も収集している。 
 

ものが欲しいと言われたときにお客様はあちこちにグローバルであるので、1

箇所だけではないのですね。我々も海外にいろいろと拠点がありますので、それ

がいろいろ情報を取って集めてくるわけです。（顧客情報と技術情報をもとに）

我々中枢にいる人間が・・・判断するのが非常に重要です。 

 
以上のように、TS事業部は、顧客関係性重視と製品リーダーシップを軸として重点課

題を設定し、管理している。具体的には顧客関係性重視は顧客満足度向上、製品リーダー

シップはイノベーションの創出を目的とし、その手段としての重点課題が定められていた。

2つの戦略テーマは、それぞれ顧客満足度の向上とイノベーションの創出を中心としなが
らも、個々の重点課題が独立して管理されていた。 
 
3.4	 戦略管理上の課題	

 TS事業部では、重点課題が設定され管理が行われていた。しかし、戦略の可視化は行
われていない。TS事業部は、戦略を可視化しないことによる戦略管理上の問題点が 2点
あった。第 1の問題点は、それぞれの重点課題が独立し目的・手段関係で管理しているこ
とである。戦略テーマに基づいて、重点課題の因果関係を構築する必要がある。独立して

管理すると、重点課題が同じベクトルに向かわない場合がある。また、目的・手段関係で

重点課題を設定した場合、手段が発散し、戦略を達成する真に重要な重点課題が曖昧にな

る可能性がある。したがって、重点課題を個別に管理するのではなく、因果関係によって、

戦略的に集中させることが重要となる。 
第 2の問題点は、事業戦略と事業部内のアライメント、企業戦略と事業戦略のアライメ

ントが図れていないことである。TS事業部長の考えでは、TS事業部は顧客関係性重視と
製品リーダーシップの 2つの戦略テーマがある。しかし、実際の業務や構築されたインタ
ンジブルズは、顧客関係性重視に関するものである。顧客関係性重視だけでなく、製品リ

ーダーシップへの戦略テーマもアライメントを図る必要がある。TS事業部長自身も、市
場シェアを守るために顧客関係性重視の重要性を認識している。一方で、現状の課題とし

て製品リーダーシップへどのようにシフトしてよいか分からないことを問題視している状

況にある。インタビュー調査から製品リーダーシップを推進できない理由の一つに、自社

製品の性能と他社製品の性能とをどのように定量化するかが明らかになっていないことが

あげられる。 
また、企業戦略と事業戦略のアライメントも図られていない。企業戦略の戦略テーマが

卓越した業務と顧客関係性重視であるのに対して、事業戦略の戦略テーマは顧客関係性重

視と製品リーダーシップである。つまり、企業戦略と事業戦略のアライメントが取れてい
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ない状況にある。 
 
5．考察 

	 インタビュー調査の結果、TS事業部では、戦略実行を支援するインタンジブルズが構
築されていた。しかし TS事業部の戦略管理には 2つの課題がある。第 1の課題は、重点
課題が独立していることである。第 2の課題は、企業全体でアライメントが図れていない
ことである。本節では、これら 2つの課題について考察する。 
 
5.1	 BSC による事業戦略の可視化と戦略管理 

	 重点課題が独立しているという課題は、戦略マップを構築することで解決することがで

きる。戦略マップを構築することで、従来独立して行われていた重点課題の管理でも、戦

略に関係ないものははずされて真に管理が必要な活動に集中することができる。そこで、

TS 事業部で設定されていた顧客関係性重視と製品リーダーシップという戦略テーマごと
に戦略マップを構築する。加えて、インタンジブルズを管理するためのスコアカードも構

築する。最後に、戦略修正のためのツールを提案する。戦略マップ BSC を構築するにあ
たっては、戦略目標を設定しなければならないが、TS事業部の設定している重点課題は、
戦略実行のために設定されていることから戦略目標に該当すると考えられる。そこで、こ

こでは TS事業部の重点課題を戦略目標と呼び変えて議論する。 
 
(1)	 顧客関係性重視の戦略テーマ 
まず、図 8は、前節で記述した TS事業部の顧客関係性重視を戦略テーマとした現状の

戦略目標を戦略マップによって関連付けたものである。ここで、特徴的なのは、独立して

いたインタンジブルズが因果関係をもって結ばれたことにある。具体的には、TS事業部
の強みであるエマージェント組織によって、インタンジブルズが高められている点である。

エマージェント組織は、顧客ニーズの充足に最適な人材を従業員が能動的に集め組織を形

成すること、顧客ニーズに対応できる製品開発を行える能力をもった組織を強化すること

である。 
モチベーションの向上は、スキルアップのためのモチベーション向上に影響を及ぼす。

スキルのある従業員が育成されれば、従業員は自らプロジェクトに最適な人材を集めるし、

顧客ニーズに対応した製品開発を行うことができる。データベースの高度化という戦略目

標は、情報が蓄積されアクセスしやすい形になっているかである。TS事業部は、技術情
報に加え、過去の取引の経験も含めた顧客情報がデータベース化されていた。データベー

スが高度化されれば、その情報は顧客ニーズの把握、製品開発に貢献する。結果として、

顧客満足度が向上し、ブランドが構築され、最終的に利益に結び付く。 
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図 8	 顧客関係性重視の戦略マップ 

出所：筆者作成 
 
(2)	 製品リーダーシップの戦略テーマ 

2つ目の戦略テーマは、品リーダーシップである。すでに記述したように TS事業部長
は、製品リーダーシップの重要性を認識しているものの管理方法が困難であると感じてい

た。そこで、製品リーダーシップの戦略マップを提案する(図 9参照)。 
製品リーダーシップには、破壊的イノベーションをいかに起こせるかが鍵となる。Dyer 

et al.(2011、p.254)は、破壊的イノベーションの源泉として、発明志向型の人材とイノベ
ーションを推進する組織文化をあげている。発明志向型の人材とは、発見力、知識、イノ

ベーションを起こそうとする意識を持った人材である。また、Dyer et al.(2011、p.248)
によれば、イノベーションは研究開発部門だけの仕事ではなく全社的に行うべきであると

いう。イノベーションに果敢に取り組める文化が重要となる。つまり、イノベーション志

向の組織には、発明志向の人材とイノベーションに果敢に取り組む組織文化が必要となる。

イノベーション志向の組織は、自律性があり、問題解決に迅速に取り組むエマージェント

組織(梅田他、2018)が望ましいと考えられる。 
	 イノベーション志向の組織によって、試作・アイデアの創出や特許件の取得につながり、

破壊的イノベーションの創出につながる。最終的に、新規顧客を獲得し新規市場を開拓す

ることで、財務成果を高める。 
	 以上のように、戦略テーマに区分して戦略マップを用いて戦略を可視化することで、個々

の戦略目標に因果関係をもたせることができる。また、企業が向かう方向が明確になり、

コミュケーションを図ることで従業員は自分の業務が戦略と関連していることを自覚でき

る。 

スキルアップデータベースの高度化

顧客満足度向上

パテントの取得

ブランド力の構築

顧客が求める製品改良

組織連携

営業利益増大

モチベーションの向上

財務の視点

顧客の視点

内部ビジネスプロセスの視点

学習と成長の視点

顧客二ーズの把握

エマージェント組織
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図 9	 製品リーダーシップの戦略マップ 

出所：筆者作成 
 
(3)	 戦略管理のためのスコアカード 
	 上記で提案した戦略マップを基にしたスコアカードによる戦略管理について検討する。

図 10は、インタンジブルズに関わる戦略目標のスコアカードと戦略的実施項目の例であ
る。例えば、スキルアップを測定するにはレディネス評価がある。レディネスを測定する

ことで、アウトカムの測定が難しい戦略目標を得点化し目標値を設定することができる。

スキルアップを実現するために、スキルに関する技術研修を実施することで目標値を達成

することができる。 

 

図 10	 スコアカード 

出所：筆者作成 
 
(4)	 戦略修正のための性能テーブル 

TS事業部では、製品リーダーシップという戦略テーマへシフトした場合、どのレベル
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の性能を持つ製品を開発するかが課題となっていた。特に、TS事業部長は、他社製品の
性能を定量的に把握できないことを問題視していた。そこで、新たなツールを提案する。

このツールは、他社製品と自社製品の性能を表で示すことから、本稿では性能テーブルと

呼ぶ。 
受注獲得には、顧客ニーズを特定し、それに対応した設計を行わなければならない。ニ

ーズの特定回数やニーズの適応度で測定することで受注獲得に関する活動を管理すること

ができる。では、顧客ニーズの特定はどうすればよいか。手島・岩淵(1996)が提案した機
能テーブルを用いた売価予測は、顧客ニーズの特定に応用できると考えられる。彼らの提

案は、横軸を時間、縦軸を価格とする機能テーブルを作成し、同一機能製品の売価が時間

軸でどのように変化するかを把握することで新製品の価格決定に役立てようとするもので

ある。これを顧客ニーズの特定に応用したものが、図 11の性能テーブルである。横軸を
時間、縦軸を自社または他社の性能とし、自社と他社の性能をプロットする。そして、近

似直線を引いて将来の性能の予測を立てる。図 11を利用すると、自社の性能を革新的に
決定することができる。つまり、革新的新製品の開発にシフトするように戦略修正を行う

ことができる。  
 

 
図 11	 顧客ニーズ特定のための性能テーブル 

出所：筆者作成 
 
5.2	 全社戦略と事業戦略のアライメント 

	 第 2の課題である企業全体のアライメントについて検討する。企業全体で価値を高める
ためには、企業戦略に向かってベクトルを合わせるアライメントが必要である。このアラ

イメントは、本社の重要な役割である。アライメントを図るためには、全社的な戦略テー
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マを複数の部門で共有する必要がある(Kaplan and Norton、2006)。 
	 図 12は、縦軸を戦略テーマ、横軸を TS事業部、CS事業部、CN事業部、生産本部と
するマトリックス図を示している。本社の戦略テーマは、すでに指摘したように、卓越し

た業務と顧客関係性重視である。TS事業部の戦略テーマは、顧客関係性重視と製品リー
ダーシップである。生産本部の戦略テーマは、卓越した業務であり、世界各地にある生産

拠点や部品の取引先の最適化、生産効率の向上を目指す。 
 

 
図 12	 A社の戦略テーマ 

出所：筆者作成 
 
	 現状では、本社では製品リーダーシップという戦略テーマを採用していないが、TS事
業部では製品リーダーシップを目指しており、本社と TS事業部のアライメントが図れて
いない。TS事業部の主力製品は、市場ニーズの拡大によって、今後競争が激しくなると
考えられる。そのために、TS事業部長は、革新的な新製品開発に取り組むべきと考えて
いた。つまり、製品リーダーシップの重要性を認識していた。これは、TS事業部から生
まれた創発された戦略テーマである。本社は、顧客関係性重視の戦略テーマであることか

ら製品リーダーシップを戦略に取り込むという戦略修正が必要となる（図 13参照）。 
 A社のアライメントによる戦略テーマの修正は、TS事業部の製品リーダーシップの可
否に大きく影響する。製品リーダーシップには破壊的イノベーションが不可欠である。破

壊的イノベーションのためには、BSCで示したように、発明志向の人材が必要となる。ア
ライメントの結果、TS事業部が求める人材が明らかになり、全社的に共有することで、
発明志向の人材を採用できるようになる。また、アライメントは、他部署の戦略目標を把

握することで、部署間のリンケージを促進する。TS事業部と CN事業部は、同じ半導体
関連機器を製造している。リンゲージを図ることで、市場の情報を共有したり、技術やノ

ウハウの共有することができる。TS事業部と生産本部のリンケージは、TS事業部の顧客
データをもとに、モジュール化や効率化できる部品は製造の効率化を進めることができる。

結果として、シナジーが生まれ全社的な利益を生む可能性が高まる。ここで、アライメン
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トを図る際の注意点について述べる。組織や人に適合する戦略テーマでアライメントを図

らなければならない。例えば、新製品リーダーシップが重要となるイノベーションを担う

組織において、顧客関係性重視や卓越した業務でアライメントを図ろうとすると、自発的

な行動が抑制され、結果としてイノベーションが生まれない可能性がある。したがって、

アライメントを図る際には、その組織が本当にすべきことは何かを認識することが重要と

なる。 

 
図 13	 アライメントによる戦略テーマの修正とリンケージ 

出所：筆者作成 
 

TS事業部の戦略を戦略マップによって可視化することで、従業員に戦略を浸透させ戦
略実行に向かわせたり、独立していたインタンジブルズ・マネジメントを因果関係で結び

管理することができる。このようにして戦略が実現できると、企業価値が創造される。ま

た、TS事業部で生まれた製品リーダーシップという戦略テーマを A社全体で共有するこ
とで、全社的に新たな価値創造の戦略が生まれる可能性がある。つまり、本稿で提案した

BSCによる戦略の可視化と全社と事業部の戦略および戦略テーマのアライメントを図る
ことは、企業価値創造に寄与すると考えられる。 

 
5.3	 統合型マネジメント・システム 
	 これまで、リサーチサイトの課題から BSCを用いた事業部の戦略管理、アライメント
を通じた戦略テーマの管理とリンケージについて検討してきた。これらの議論を統合型マ

ネジメント・システムの 5つのステップ(伊藤、2014)に当てはめれば次のようになる。  
第 1の企業戦略の策定では、 A社では、TS事業部と生産本部とのリンケージを図るこ

とで、シナジーを生む可能性があった。また、内部の従業員に戦略を可視化して、インタ
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ンジブルズを共同で構築することも必要である(伊藤、2014、p.3)。本稿で検討したコミュ
ニケーションを目的とした BSCは、インタンジブルズ構築にも役立つと示唆できる。 
第 2の事業戦略の策定では、 TS事業部の戦略テーマごとの BSCの構築を提案した。

BSCによって戦略の可視化とスコアカードによるマネジメントが可能になる。 
第 3の業務計画は、BSCを現場の業務計画にカスケードすることで、従業員とコミュニ

ケーションをとり、同じベクトルへ向かわせることができる。 
第 4段階で実際に戦略と業務の実行が行われる。第 5段階の戦略と業務の適応では、BSC

と業務計画をモニターして修正が必要であれば、戦略と業務の修正が行われる。A社では、
TS事業部で創発された製品リーダーシップを全社戦略にも適応させることが可能になる。 
以上のように、統合型マネジメント・システムは、戦略と業務の PDCAを回すことがで

きる(伊藤、p.2014、p.4)。BSCを用いた統合型マネジメント・システムを実行することで、
インタンジブルズの構築、戦略策定、戦略実行、戦略修正を一連のシステムで実行するこ

とができる。そして、企業全体が一体となって企業価値を創造することができる。 
 
6. まとめ 

 本稿では、ケーススタディを通じて、リサ―チサイトの課題を抽出し戦略管理のための

インタンジブルズの構築について検討した。本稿の貢献は、次の 3つにある。 
	 第 1に、ケーススタディを通じ、戦略管理のために BCSを用いたインタンジブルズ・
マネジメントを明らかにした。リサーチサイトでは、戦略達成のために複数の戦略目標が

設定され管理されていた。しかし、目的・手段関係で結ばれているため、手段が発散する

可能性があった。また、トップ・マネジメントは、製品リーダーシップという戦略テーマ

の重要性を認識しつつも実行が困難であると感じていた。そこで、事業戦略を BSCに落
とし込むことを提案した。製品リーダーシップを軸とする BSCを作成することで、戦略
目標、尺度、実施項目が明らかになり、何を実行してどのように管理すべきかが明確にな

った。特に、測定が困難と言われるインタンジブルズを構築、管理することができる。 
	 第 2に、戦略修正のために性能テーブルの作成を提案したことである。リサーチサイト
では、他社が自社の性能を上回る製品を投入した場合、市場を奪われる危険性があった。

そこで、性能テーブルを作成することで、自社と他社の性能を予測、比較することで新製

品の性能の決定に役立てることができる。つまり、予測を上回る性能に決定することで、

製品リーダーシップという戦略テーマに修正することができる  
	 第 3に、全社的にアライメントを図ることで戦略テーマを修正し他部門とリンケージを
図ることができる。リサ―チサイトは、事業部で創発された製品リーダーシップという戦

略テーマを全社的に共有できていなかった。環境変化が激しい A社にとって製品リーダー
シップに全社的に取り組むことで競争優位を築くことができる。  
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